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教員の資質能力の総合的な向上方策に関する資料

Ⅰ 全般的事項
１．教員の資質の向上について
２．現在の教員の資質向上等のイメージ
３．諸外国における教員養成・免許制度について
４．今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申）平成１８年７月１１日中央教育審議会
５．教育職員の資質及び能力の向上のための教育職員免許の改革に関する法律案（民主党提出）の概要
６．学校種別教員数
７．公立小・中学校年齢別教員数（平成２４年３月３１日）
８．公立小・小中学校教員の年齢構成の推移
９．学歴区分別の教員構成について（平成２２年度）
10．公立小・中学校教員の最終学歴別教員構成（平成２２年度・年齢区分別）

Ⅱ 教員養成・免許制度
１．教員養成・免許制度について
２．教員免許状の授与件数
３．専修免許状の授与件数の推移
４．現職教育による上位の免許状の取得状況
５．免許状取得者数及び教員採用者数について
６．特別免許状の授与件数の推移
７．養成機関別新規学卒者免許状取得者数
８．平成２１年度教員免許状授与件数

①幼稚園教諭 ②小学校教諭 ③中学校教諭 ④高等学校教諭 ⑤特別支援学校教諭
⑥中学校教諭教科別 ⑦高等学校教諭教科別 ⑧教職経験年数を活用した小学校二種免許状
⑨教職経験年数を活用した中学校二種免許状

９．現職教員の所有免許状別構成について（平成２２年度）
10．各学校種ごとの免許状を保有する教諭の割合（平成２２年度）
11．平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況

①幼稚園 ②小学校 ③中学校 ④高等学校 ⑤特別支援学校
12．平成２２年度隣接校種免許状の所有状況

①幼稚園教諭の小学校教諭免許状の所有状況 ②小学校教諭の中学校教諭免許状の所有状況
③中学校教諭の小学校教諭免許状の所有状況 ④中学校教諭の高等学校教諭免許状の所有状況
⑤高等学校教諭の中学校教諭免許状の所有状況

13．平成２２年度特別支援学校教諭免許状の所有状況
①小学校教諭 ②中学校教諭 ③高等学校教諭
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14．特別支援学級担当教員の特別支援学校教諭免許状の所有状況（平成２３年度）
①小学校特別支援学級担当教諭 ②中学校特別支援学級担当教諭

15．大学における教員養成の仕組み
16．教員免許状取得に必要な科目の単位数及び内訳
17．免許状の授与に必要な単位の例
18．教員養成の現状
19．国立の教員養成大学・学部の入学定員（平成２３年度）
20．国立の教員養成大学・学部（教員養成課程）の教員就職状況（平成２３年３月卒業者）
21．教職大学院（専門職学位課程）制度の概要
22．教職大学院の質の保証
23．教職大学院の現状（平成２３年度）
24．教職大学院別教員就職状況（平成２３年３月修了者（現職教員学生を除く ））
25．教育実習の課題
26．小学校教員養成課程における理科教育の課題
27．各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）
28．近年の教員養成・免許制度の主な改革

Ⅲ 教員採用
１．新規採用教員の学歴について
２．教員の採用について
３．公立学校教員採用試験における受験者数及び採用者数の推移
４．公立学校教員採用試験における学歴別採用者の状況
５．公立学校教員採用試験における大学院修了者の状況
６．公立学校教員採用試験における受験者数及び採用者数（平成２３年度採用者）
７．平成２３年度各県市別受験者数、採用者数、採用倍率
８．公立学校教員採用試験における受験者及び採用者の学歴別内訳（平成２３年度採用者）
９．公立学校教員採用者における新規学卒者・民間企業経験者の推移
10．平成２３年度新採用教員の前歴について

①小学校 ②中学校 ③高等学校 ④特別支援学校
11．採用選考の実施時期について
12．公立学校教員採用選考試験の実施方法等について（平成２４年度教員採用選考試験）
13．教員採用における「多様な人材を活用」するための取組等について（平成２４年度教員採用選考試験）
14．教員採用における大学院在学者・進学者に対する特例について
15．特別免許状を活用した教員採用について
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Ⅳ 教員研修
１．教員研修の実施体系
２．独立行政法人教員研修センターの概要
３．独立行政法人教員研修センターが実施する研修（平成２３年度）
４．初任者研修の概要
５．初任者研修の実施状況について（平成２２年度）
６．初任者研修対象者数の推移
７．初任者研修対象者数及び学級担任の状況（平成２２年度）
８．学級規模別初任者配置人数別学校数（平成２２年度）

①小学校 ②中学校
９．条件附採用期間を経て正式採用とならなかった教員の推移
10．条件附採用期間における依願退職者の状況
11．十年経験者研修の概要
12．十年経験者研修の実施状況について（平成２２年度）
13．大学院修学休業制度の概要
14．指導改善研修の概要
15．平成２２年度指導が不適切な教員の人事管理に関する取組等について（概要）

Ⅴ 教員免許更新制
１．教員免許更新制の概要
２．免許状更新講習の内容
３．教員免許更新制の実施状況
４．第１グループの修了確認等の状況
５．平成２２年度免許状更新講習 事後評価結果（確定値）

Ⅵ その他
１．教員資格認定試験について



●大学における養成が原則
●教職課程の認定を受けた学科等において、教科に関する科目、教職に関する科目などを修得することにより、採用当初から学級や教科を担任し、教

 
科指導、生徒指導等を実践するために必要な最小限の資質能力を養成
●教員養成課程の改善（「教職実践演習」の導入等）
●教職大学院の設置

 
・大学院設置段階における教員養成課程を充実し、高度かつ実践的な教員養成を行う

●都道府県教育委員会等における研修
・初任者研修

 

・１０年経験者研修

 

・教職経験者研修

 

等
●国（教員研修センター）における研修
・各地域において中心的な役割を担う教職員に対する学校管理研修
・喫緊の重要課題研修

 

等

●指導が不適切な教員に対する人事管理システムの適切な運用
●新しい教員評価システム

 

●優秀教員表彰

教員の資質能力の向上については、日頃の教育実践や教員自身の研鑽を基本としつつ大学等における「養成」、都道府県・指定都市教育委員会

 
等による「採用」、そして教員になってからの「研修」という各段階を通じて、様々な施策が体系的に行われている。

●都道府県・指定都市教育委員会等において採用選考試験を実施
●多面的な人物評価の一層の推進
・面接試験・実技試験の重視

 

・様々な社会体験等の評価

採用 研修

適切な人事管理

教員養成・採用・研修等の各段階を通じた教員の資質向上

●平成２２年６月より「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」中央教育審議会教員の資質能力向上特別部会において

 
審議中（平成23年1月に審議経過報告をとりまとめ）

【審議経過報告の主な内容】

 
①

 

教員養成の修士レベル化について、今後検討を進める
②

 

その際、例えば、当面は学士課程修了者に「基礎免許状（仮称）」を付与し、教員として採用された後に、必要な課程等を修了すれば、修士レベル
の資格である「一般免許状（仮称）」を付与することも検討する

③

 

また、「専門免許状（仮称）」を創設することについて検討する
④

 

なお、教員免許更新制については、教員が教職生活の全体を通じて自発的かつ不断に専門性を高めることを支援する新たな制度への移行も視野
に入れて検討を進める

 
○平成23年6月

 

基本制度ワーキンググループ設置

養成

Ⅰ－１．教員の資質の向上について

●教員が定期的に最新の知識技能を身につけることで教員が自信と

 
誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることが目的
●免許状に１０年の有効期間を定める

教員免許更新制

教員の資質能力の総合的な向上方策の検討



Ⅰ－２．現在の教員の資質向上等のイメージ
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Ⅰ－３．諸外国における教員養成・免許制度について
アメリカ イギリス ドイツ フランス フィンランド 日本

養成

 
機関

４年制大学（４年間

 
の学士号取得課程

 
が主流であるが、延

 
長型の５年課程や大

 
学院課程もある）

高等教育機関の教員

 
養成課程（３～４年）又

 
は学士取得者を対象と

 
した教職専門課程（１

 
年）

大学の教員養成課

 
程（３．５年～５年）

修士課程(2年) 大学の教員養成課

 
程（５年）

大学（４年）における

 
教員養成が標準

資格

 
試験

有（試験の方法・内

 
容は州により異な

 
る）

無 有（第一次国家試験

 
又は修士号取得試

 
験、及び第二次国家

 
試験）

有（教員採用試験） 無 無

試補

 
勤務

無 無 有（第一次国家試験

 
合格又は修士号取

 
得後に１～２年）

無（教員採用試験合

 
格後、1年間非正規

 
公務員として学校に

 
配属、勤務の3分の1

 
を研修に充当）

無 無（１年間の条件附

 
採用期間と初任者

 
研修を義務）

免許

 
等

・州が免許状を発行

・免許状は教育段階

 
別。（一般に初等教

 
員免許状、中等教員

 
免許状）

・教育大臣が認定した

 
養成課程の修了者に

 
正教員としての資格が

 
与えられる

・学校種、教科の別は

 
ない

・第二次国家試験合

 
格後に州が資格を

 
認定

・学校種類別の資格

 
を認める州と教育段

 
階別の資格を認める

 
州がある

・修士号取得者又は、

 
修士課程第2学年在

 
学者を対象に教員

 
採用試験を実施

・初任1年目終了後、

 
審査により、正規教

 
員の資格授与

・修士号（初等教育

 
教員は教育学専攻、

 
中等教育教員は教

 
職科目履修を含む

 
各領域専攻）が教員

 
免許に相当

・大学での所要単位

 
及び学士等の資格

 
を得た者に授与（申

 
請により都道府県教

 
育委員会が授与）

・学校種、教科別の

 
免許状で専修、一種、

 
二種の３種類

教育

 
実習

 
期間

１２週間以上が２２

 
州（２００２年。州に

 
より異なる。）

４年制養成課程

・・・・３２週間以上

教職専門課程

・・・・１８～２４週間

学士課程（３年）

・・・・１４週間

修士課程（１～２年）

・・・・

 

４週間

計 １８週間
（ニーダーザクセン州の場

 
合。州により異なる。）

観察・指導付き実習

(修士1，2年対象）

‥上限6週間

責任実習

（修士2年対象）

‥上限6週間

約半年間(タンペレ

 
大学初等教育教員

 
養成課程の場合。）

幼・小・中学校

・・・・４週間

高等学校

・・・・２週間



◎採用選考の改善・充実
・人物評価の一層の充実
・教職課程の履修状況の適切な評価

・採用スケジュール全体の早期化
・受験年齢制限の緩和・撤廃、民間企業

 

経験者や退職教員の活用等、多様な人

 

材の登用促進 等

◎現職研修の改善・充実
・１０年経験者研修の内容等の見直し
◎人事管理の改善・充実
・条件附採用制度の厳格な運用や、指導力不足教員に

 

対する人事管理システムによる分限制度の厳格な適用

 

を一層推進
◎教員評価の推進
・一人一人の教員の能力や業績を適正に評価し、その結

 

果を処遇に適切に反映

◎教職課程の質的水準の向上
（上記と同じ。）

◎教職大学院の設置
（上記と同じ。）

【養成段階】

教員のライフステ－ジ 【採用段階】 【現職段階】

現在、教員に最も求められていることは、広く国民や社会から尊敬と信頼を得られる存在となること。養成、採用、研修等の改革を総合的に進める必要があるが、とりわけ教員

 
養成・免許制度の改革は、他の改革の出発点に位置付けられるものであり、重要。

改革の方向改革の方向

①大学の教職課程を、教員として必要な資質能力を確実に身に付けさせるものに改革する。①大学の教職課程を、教員として必要な資質能力を確実に身に付けさせるものに改革する。 ②教員免許状を、教職生活の全体を通じて、教員として必要な資質能力を
確実に保証するものに改革する。

②教員免許状を、教職生活の全体を通じて、教員として必要な資質能力を
確実に保証するものに改革する。

改革の具体的方策改革の具体的方策

１：教職課程の質的水準の向上１：教職課程の質的水準の向上 ２：教職大学院制度の創設２：教職大学院制度の創設 ３：教員免許更新制の導入３：教員免許更新制の導入 ４：その他４：その他

◆趣旨
免許状に有効期限を付し、免許状の取得後も、そ

の時々で求められる教員として必要な資質能力が保
持されるよう、定期的に必要な刷新（リニューアル）を
図るための制度として、更新制を導入

◆免許状の有効期限

 

１０年間

◆上進制度

勤務実績を適

 

切に評価する方

 

向で改善

◆取上げ事由

 

の強化

分限免職処分

 

を受けた者の免

 

許状の取上げを

 

可能とする方向

 

で強化

改革の重要性改革の重要性

・「教職指導」の実施を法令上、明確化
教職課程全体を通じて、学生に対するきめ細かい指

 

導、助言、援助を充実

◆教職課程に係る事後評価機能や認定審査の充実
是正勧告や認定取消を可能とする仕組みの整備

・「教職実践演習（仮称）」の新設・必修化（２単位）「使

 

命感や責任感、教育的愛情等を持って、教科指導、生徒

 

指導等を実践できる資質能力」を最終的に形成し、確認

◆更新の要件を満たさなかった場合、免許状は失効
（但し、同様の講習の受講により再授与の申請は可能）

◆更新要件
有効期限内に免許更新講習を受講・修了すること
（直近２年間で３０時間）
（講習は、使命感や責任感等をもって指導を実践でき
る力、その時々で必要な資質能力に刷新（リニューア
ル）する内容）

◆現職教員にも更新制を適用
免許状に有効期限は付さないが、１０年ごとに同様の

講習の受講を義務付け、修了しない場合は免許状は失効

◆名称

 

教職大学院

◆修業年限

 

標準２年

◆修了要件
２年以上在学し、４５単位以上修得（１０単位以
上は学校における実習）

◆教育課程・方法

・体系的に開設すべき授業科目の領域（５領域）を定

 

め、すべての領域にわたり授業科目を開設

・事例研究、フィールドワーク等

◆教員組織

 

実務家教員４割以上

◆目的・機能

－学部段階で責任を持って教員として必要な資質能力－学部段階で責任を持って教員として必要な資質能力
を確実に身に付けさせるための改革を確実に身に付けさせるための改革－

－より高度な専門性を備えた力量ある教員を養成し－より高度な専門性を備えた力量ある教員を養成し､､教職教職

課程改善のモデルとなる「教職大学院」制度の創設－課程改善のモデルとなる「教職大学院」制度の創設－
－養成段階を修了した後も、教員として－養成段階を修了した後も、教員として

必要な資質能力を確実に保証する－必要な資質能力を確実に保証する－

・実践的な指導力を備えた新人教員の養成

・現職教員を対象に、スクールリーダー（中核的・指導的

 

な役割を担う教員）の養成

◆大学における組織的指導体制の整備

・各大学の「教員養成カリキュラム委員会」の機能

 

の充実・強化

・教育実習における大学の責任ある対応を法令上、明

 

確化
大学の教員と実習校の教員が連携して指導能力、適性等

 

に問題のある学生は実習に出さない

Ⅰ－４．今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申）

 
平成１８年７月１１日中央教育審議会



Ⅰ－５．教育職員の資質及び能力の向上のための教育職員免許の
改革に関する法律案（民主党提出）の概要

○

 
現行制度における普通免許状を、６年制の養成課程による一般免許状（大学院

 修士レベル）と専門免許状（一般免許状の授与を受け８年の実務経験を経た後、

 教職大学院で単位修得。教科指導、生活・進路指導、学校経営の各専門分野毎に

 授与）に区分することにより、教員養成を６年制とする。専門免許状（学校経営）は

 管理職登用の条件となる。

○

 
現行２～４週間の教育実習を１年に延長。

○

 
普通免許状は文部科学大臣が授与。

平成２１年３月２５日

 
参議院提出。

６月１０日

 
参議院可決。
衆議院回付、審議未了廃案。

概要

審議経過



（平成２３年５月１日現在）

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師（非常勤講師を除く。）、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の合計数である。
※高等学校は、全日制課程、定時制課程及び通信制課程の合計数である。

（平成２３年度

 

学校基本調査報告書）

総数 国立 公立 私立

昨年度

 
参考

昨年度

 
参考

昨年度

 
参考

昨年度

 
参考

幼稚園 110,402 110,580 356 340 23,861 24,170 86,185 86,070 

(0.3%) (0.3%) (21.6%) (21.9%) (78.1%) (77.8%)

小学校 419,467 419,776 1,859 1,858 413,024 413,473 4,584 4,445 

(0.4%) (0.4%) (98.5%) (98.5%) (1.1%) (1.1%)

中学校 253,104 250,899 1,623 1,658 236,433 234,471 15,048 14,770 

(0.6%) (0.7%) (93.4%) (93.5%) (5.9%) (5.8%)

高等学校 237,526 242,694 572 577 177,851 181,051 59,103 61,066 

(0.2%) (0.2%) (74.9%) (74.6%) (24.9%) (25.2%)

中等教育学校 2,046 1,893 181 185 1,219 1,099 646 609 

(8.8%) (9.8%) (59.6%) (58.1%) (31.6%) (32.1%)

特別支援学校 74,854 72,803 1,501 1,486 73,045 71,027 308 290 

(2.0%) (2.0%) (97.6%) (97.6%) (0.4%) (0.4%)

合計 1,097,339 1,098,645 6,092 6,104 925,433 925,291 165,874 167,250 

Ⅰ－６．学校種別教員数
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20歳(平成63年度退職）
21歳(平成62年度退職）
22歳(平成61年度退職）
23歳(平成60年度退職）
24歳(平成59年度退職）
25歳(平成58年度退職）
26歳(平成57年度退職）
27歳(平成56年度退職）
28歳(平成55年度退職）
29歳(平成54年度退職）
30歳(平成53年度退職）
31歳(平成52年度退職）
32歳(平成51年度退職）
33歳(平成50年度退職）
34歳(平成49年度退職）
35歳(平成48年度退職）
36歳(平成47年度退職）
37歳(平成46年度退職）
38歳(平成45年度退職）
39歳(平成44年度退職）
40歳(平成43年度退職）
41歳(平成42年度退職）
42歳(平成41年度退職）
43歳(平成40年度退職）
44歳(平成39年度退職）
45歳(平成38年度退職）
46歳(平成37年度退職）
47歳(平成36年度退職）
48歳(平成35年度退職）
49歳(平成34年度退職）
50歳(平成33年度退職）
51歳(平成32年度退職）
52歳(平成31年度退職）
53歳(平成30年度退職）
54歳(平成29年度退職）
55歳(平成28年度退職）
56歳(平成27年度退職）
57歳(平成26年度退職）
58歳(平成25年度退職）
59歳(平成24年度退職）
60歳(平成23年度退職）

61歳以上

(人)【小学校】

 

354,573人

 

44.4歳
【中学校】

 

203,554人

 

44.3歳 文部科学省調べ【合計】

 

558,127人

 

44.4歳

Ⅰ－７．公立小・中学校年齢別教員数（平成24年3月31日）

50歳以上
20.0万人
（35.6％）

40～49歳
15.5万人
（27.7％）

30～39歳
11.8万人
（21.1％）

20～29歳
6.6万人

（11.8％）

※平成23年5月1日現在で在職する正規教員の数（校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師）

小学校
中学校
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年度

小学校 中学校

39.5歳

39.6歳

40.5歳

41.8歳

43.4歳

39.2歳

39.1歳

39.7歳

40.4歳

41.8歳

平均年齢 平均年齢

44.1歳
42.9歳

44.4歳
43.8歳

44.4歳
44.2歳

出典：「学校教員統計調査」
（注）教員：校長、教頭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭

Ⅰ－８．公立小・中学校教員の年齢構成の推移

20代 30代 40代 50代 20代 30代 40代 50代



Ⅰ－９．学歴区分別の教員構成について（平成２２年度）

区分
教員養成系 一般系

大学院 大学 大学院 大学 短期大学 その他

幼

 
稚

 
園

国立 １１．３％ ５５．７％ ３．１％ １４．４％ １４．７％ ０．９％

公立 ０．５％ １３．３％ ０．２％ １５．０％ ６９．３％ １．６％

私立 ０．３％ ５．１％ ０．９％ １６．１％ ７５．５％ ２．１％

計 ０．４％ ６．８％ ０．８％ １５．９％ ７４．１％ ２．０％

小

 
学

 
校

国立 １３．５％ ６６．４％ ２．８％ １３．２％ ３．７％ ０．３％

公立 ２．７％ ５４．７％ ０．４％ ３０．５％ １０．８％ ０．７％

私立 ５．３％ ３３．２％ ６．０％ ４９．２％ ５．７％ ０．６％

計 ２．８％ ５４．５％ ０．５％ ３０．６％ １０．７％ ０．７％

中

 
学

 
校

国立 １７．６％ ４５．５％ ５．６％ ２８．１％ ２．９％ ０．３％

公立 ３．６％ ３５．４％ ２．２％ ５２．９％ ５．６％ ０．３％

私立 ４．１％ １２．３％ １８．４％ ６３．３％ １．６％ ０．２％

計 ３．７％ ３４．０％ ３．２％ ５３．４％ ５．３％ ０．３％

高

 
等

 
学

 
校

国立 １４．０％ １５．０％ ３２．０％ ３８．４％ ０．４％ ０．２％

公立 ３．６％ １５．６％ ９．２％ ６９．８％ １．２％ ０．５％

私立 ２．６％ ９．９％ １４．９％ ７０．５％ １．４％ ０．７％

計 ３．３％ １４．２％ １０．８％ ６９．９％ １．３％ ０．５％

（文部科学省教職員課調べ）

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の合計数の割合（抽出調査）



Ⅰ－１０．公立小・中学校教員の最終学歴別教員構成
（平成２２年度・年齢区分別）

（教職員課調べ）

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の合計数の割合である。（抽出調査）
※（

 

）内の数字は、平成１９年度調査からの増減

25歳未満 53.3% (▲2.7%) 1.2% (0.0%) 52.1% (▲2.7%) 0.0% (▲0.1%) 46.7% (2.7%) 0.3% (▲0.2%) 43.4% (3.6%) 3.0% (▲0.6%)

25歳以上
30歳未満

51.1% (▲5.5%) 4.3% (▲0.4%) 46.7% (▲5.1%) 0.0% (▲0.0%) 48.9% (5.5%) 1.7% (▲0.2%) 44.5% (5.7%) 2.8% (▲0.0%)

30歳以上
35歳未満

52.5% (▲4.2%) 5.2% (0.8%) 47.3% (▲4.7%) 0.0% (▲0.3%) 47.5% (4.2%) 2.6% (0.6%) 40.8% (5.9%) 4.0% (▲2.3%)

35歳以上
40歳未満

53.5% (▲4.4%) 4.4% (1.2%) 49.2% (▲5.3%) 0.0% (▲0.3%) 46.5% (4.4%) 1.7% (0.7%) 36.4% (3.8%) 8.4% (▲0.1%)

40歳以上
45歳未満

57.3% (▲1.7%) 3.4% (0.7%) 53.9% (▲2.0%) 0.0% (▲0.4%) 42.7% (1.7%) 0.8% (0.3%) 31.8% (0.5%) 10.1% (0.9%)

45歳以上
50歳未満

54.2% (4.3%) 2.7% (0.3%) 51.4% (4.4%) 0.0% (▲0.4%) 45.8% (▲4.3%) 0.5% (0.1%) 34.4% (▲3.6%) 10.9% (▲0.7%)

50歳以上
55歳未満

46.8% (0.6%) 2.1% (0.3%) 44.6% (1.6%) 0.0% (▲1.4%) 53.2% (▲0.6%) 0.6% (▲0.0%) 40.3% (▲0.2%) 12.3% (▲0.3%)

55歳以上
60歳未満

44.0% (▲2.0%) 1.6% (0.4%) 42.1% (▲1.4%) 0.3% (▲1.1%) 56.0% (2.0%) 0.7% (▲0.1%) 41.7% (3.1%) 13.6% (▲1.0%)

60歳以上 44.4% (▲8.9%) 0.3% (▲0.3%) 43.9% (▲8.3%) 0.2% (▲0.4%) 55.6% (8.9%) 1.1% (0.9%) 42.1% (8.2%) 12.4% (▲0.1%)

計 50.9% (▲1.6%) 3.0% (0.4%) 47.8% (▲1.4%) 0.1% (▲0.6%) 49.1% (1.6%) 1.1% (0.2%) 38.6% (1.9%) 9.5% (▲0.5%)

教員養成系 一般系

大学 短大その他大学院 大学 短大その他
年齢区分

大学院



教員は、教育職員免許法により授与される各相当の

 
免許状を有する者でなければならない（免許法第３条第

 
１項）。

 

教員は、教育職員免許法により授与される各相当の

 
免許状を有する者でなければならない（免許法第３条第

 
１項）。

１． 免許状主義と開放制の原則

免許状主義免許状主義

我が国の教員養成は、一般大学と教員養成系大学と

 
がそれぞれの特色を発揮しつつ行っている。

 

我が国の教員養成は、一般大学と教員養成系大学と

 
がそれぞれの特色を発揮しつつ行っている。

開放制の原則開放制の原則

① 普通免許状

（有効期間１０年）

① 普通免許状

（有効期間１０年）
② 特別免許状

（有効期間１０年）

② 特別免許状

（有効期間１０年）
③ 臨時免許状

（有効期限３年）

③ 臨時免許状

（有効期限３年）

それぞれ学校種別

 

（

 

中学校・高等学校については教科別 ）

 

※詳細は別紙

○

 

授与権者

都道府県教育委員会

○

 

免許状の有効範囲

・普通免許状

 

：

 

全ての都道府県

・特別免許状

 

授与を受けた
都道府県内

・臨時免許状

専修免許状（修士課程修了程度）専修免許状（修士課程修了程度）

一種免許状（大学卒業程度）一種免許状（大学卒業程度）

二種免許状（短大卒業程度）二種免許状（短大卒業程度）

Ⅱ－１．教員養成・免許制度について

２．免許状の種類



①

 

「大学における養成」が基本。

 

②

 

現職教員の自主的な研鑽を促すため、一定の教職経験を積み、大学等で所要単位を修得した者に、上位免許状を授与する途を

 
開いている。

 

①

 

「大学における養成」が基本。

②

 

現職教員の自主的な研鑽を促すため、一定の教職経験を積み、大学等で所要単位を修得した者に、上位免許状を授与する途を
開いている。

学士の学位等 教職課程の履修 教員免許状＋ ⇒教科に関する科目

教職に関する科目

普通免許状普通免許状 Ｈ２１年度授与件数：

 

２０２，５６２件

（内訳）

 

専修免許状：

 

１４，５８８件

 

一種免許状：１４６，５３９件

 

二種免許状：

 

４１，４３５件

普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、例外

 
的に授与する「助教諭」の免許状

 ○

 

授与要件

 
都道府県教育委員会が行う教育職員検定（人物・
学力・実務・身体）の合格

普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、例外

 
的に授与する「助教諭」の免許状

○

 

授与要件

都道府県教育委員会が行う教育職員検定（人物・
学力・実務・身体）の合格

免許状を有しない優れた知識経験を有する社会人を学校現場へ迎え入

 
れるため、都道府県教育委員会が行う教育職員検定の合格により授与

 
する「教諭」の免許状（学校種及び教科ごとに授与）

 ○

 

授与要件

 
① 担当教科に関する専門的な知識経験や技能を有すること

 ②社会的信望及び教員の職務を行うのに必要な熱意と識見
を有すること

免許状を有しない優れた知識経験を有する社会人を学校現場へ迎え入

 
れるため、都道府県教育委員会が行う教育職員検定の合格により授与

 
する「教諭」の免許状（学校種及び教科ごとに授与）

○ 授与要件
① 担当教科に関する専門的な知識経験や技能を有すること

②社会的信望及び教員の職務を行うのに必要な熱意と識見
を有すること

特別免許状特別免許状 臨時免許状臨時免許状Ｈ２１年度授与件数：

 

６７件

（平成元～Ｈ２１年度総授与件数：４１３件）

優れた社会人を学校現場へ迎え入れるため、免許

 
状を有しない者を教科等の一部領域（例：看護、芸

 
術等）を担任する非常勤講師に充てることができる。

 

優れた社会人を学校現場へ迎え入れるため、免許

 
状を有しない者を教科等の一部領域（例：看護、芸

 
術等）を担任する非常勤講師に充てることができる。

① 特別非常勤講師① 特別非常勤講師

中学校や高等学校の教諭の免許状を有する者は、小学校において、相当する教

 
科等の教諭等となることができる。（例：中学校の理科の教員が、小学校の理科授

 
業を行う）

 
高等学校の専門教科等の免許状を有する者は、中学校において、相当する教科

 
等の教諭等となることができる。

 

中学校や高等学校の教諭の免許状を有する者は、小学校において、相当する教

 
科等の教諭等となることができる。（例：中学校の理科の教員が、小学校の理科授

 
業を行う）
高等学校の専門教科等の免許状を有する者は、中学校において、相当する教科

 
等の教諭等となることができる。

② 専科担任制度② 専科担任制度

３．免許状主義の例外

Ｈ２１年度授与件数：９，５５２件
（前年度９，５９８件）

Ｈ２１年度届出件数：２０，２９８件
（前年度２１，３５９件）

中学校免許状による小学校専科担任数

 

3,679件（3,908件）
高等学校免許状による小学校専科担任数

 

678件（

 

647件）
高等学校免許状による中学校専科担任数

 

75件（

 

98件）

平成21年度

 

専科担任件数

 

※（

 

）内は前年度



幼稚園教諭免許状

小学校教諭免許状

中学校教諭免許状 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、職業

 
実習、外国語（英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。）、宗教

高等学校教諭免許状 国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護

 
実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、

 
水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語（英語、ドイツ語、フ

 
ランス語その他の外国語に分ける。）、宗教、柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デ

 
ザイン、情報処理、計算実務

特別支援学校教諭免許状 視覚、聴覚、知的障害、肢体不自由、病弱者

特別支援学校自立教科教諭免許

 
状

理療、理学療法、音楽、理容、特殊技芸（美術、工芸、被服）

特別支援学校自立活動教諭免許

 
状

視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育

養護教諭免許状

栄養教諭免許状

（別紙）
普通免許状の種類について

※

 

それぞれ専修免許状（修士課程修了程度）、一種免許状（大学卒業程度）、二種免許状（短大卒業程度）に分かれる



Ⅱ－２．教員免許状の授与件数

区 分 専修免許状 一種免許状 二種免許状 合 計

幼稚園 ２６０ １２，１６０ ２７，２６６ ３９，６８６

小学校 １，６８２ １９，００７ ５，０９０ ２５，７７９

中学校 ５，１７７ ４４，９３０ ２，７４３ ５２，８５０

高等学校 ７，０００ ６２，３４５ ６９，３４５

特別支援学校 ３３１ ３，４８０ ３，６１１ ７，４２２

養護教諭 １２６ ２，８５６ １，４９１ ４，４７３

栄養教諭 １２ １，６９８ １，２３１ ２，９４１

特別支援学校自立教科等 ６３ ３ ６６

合計 １４，５８８ １４６，５３９ ４１，４３５ ２０２，５６２

注：特別免許状及び臨時免許状は除く。 （教職員課調べ）

（平成２１年度）

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数



Ⅱ－３．専修免許状の授与件数の推移

区 分 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

幼稚園 ２００ ［ １．３］ ２４０ ［ １．６］ ３０５ ［ １．９］ ２６７ ［ １．７］ ２６０ ［ １．８］

上進による授与件数 ３ １０ １０ ５ １６

小学校 １，４４９ ［ ９．６］ １，４２１ ［ ９．２］ １，５９２ ［１０．２］ １，６２１ ［１０．４］ １，６８２ ［１１．５］

上進による授与件数 １８６ １３５ １４０ １１５ １００

中学校 ５，１３５ ［３４．０］ ５，２６１ ［３４．１］ ５，３８７ ［３４．４］ ５，４５４ ［３５．０］ ５，１７７ ［３５．５］

上進による授与件数 １１２ １２１ ８２ ７９ ６４

高等学校 ７，８６６ ［５２．０］ ７，８５９ ［５０．９］ ７，９０８ ［５０．５］ ７，７３６ ［４９．６］ ７，０００ ［４８．０］

上進による授与件数 ３４６ ３２９ ２９９ ２８９ ２０７

特別支援学校 ３４６ ［ ２．３］ ５０９ ［ ３．３］ ３０８ ［ ２．０］ ３３９ ［ ２．２］ ３３１ ［ ２．３］

上進による授与件数 ２０ ４４ ３ ２０ ５

養護教諭 １２８ ［ ０．８］ １５１ ［ １．０］ １４８ ［ ０．９］ １６９ ［ １．１］ １２６ ［ ０．９］

上進による授与件数 ７７ ９２ ８１ ８７ ５９

栄養教諭 ０ ［ ０］ ４ ［ ０］ １１ ［ ０．１］ １３ ［ ０．１］ １２ ［ ０．１］

上進による授与件数 ０ ０ ５ ０ ０

合計 １５，１２４ ［ １００］ １５，４４５ ［ １００］ １５，６５９ ［ １００］ １５，５９９ ［ １００］ １４，５８８ ［ １００］

上進による授与件数 ７４４ ７３１ ６２０ ５９５ ４５１

注１：［

 

］内は当該年度における専修免許状授与件数に対する割合（％）である。
注２：「上進による授与件数」は、専修免許状の授与件数のうち、現職教員の上進制度により専修免許状が授与された件数である。（１５年０単

 
位による取得を除く。）

（教職員課調べ）



注１：教職経験１５年による一種免許状（高等学校は専修免許状）を除く。
２：特別支援学校免許状は１７年度及び１８年度は、盲・聾・養護学校の学校種ごとの免許状の合計で、盲学校及び聾学校の特殊

教科に係るものを除く。

（教職員課調べ）

区分

年度

幼稚園 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校

専修 一種 二種 専修 一種 二種 専修 一種 二種 専修 一種 専修 一種 二種

１７年度 ３ １７３ ７ １８６ １，５５５ ２３ １１２ ３５４ ４ ３４６ １４４ ２０ ２３３ ４，８１４

１８年度 １０ １８４ ７ １３５ １，３９４ ５ １２１ ３０９ １０ ３２８ １３５ ４４ ６７０ １１，７８０

１９年度 １０ ２２５ ７ １４０ １，０５０ １０ ８２ ２５７ ４ ２９９ １００ ３ ６８ ５

２０年度 ５ ２７７ ２ １１５ ８９４ ２７ ７９ ２１４ ６ ２８９ ９８ ２０ １９６ １７９

２１年度 １６ ２１５ ０ １００ ６０５ ７ ６４ １６５ １ ２０４ ９８ ５ ３，６１５ ３，２４８

区分

年度

養護教諭 栄養教諭 合計

専修 一種 二種 専修 一種 専修 一種 二種

１７年度 ７７ ５６７ １１ ０ ０ ７４４ ３，０２６ ４，８５９

１８年度 ９２ ４１７ １６ ０ ０ ７３０ ３，１０９ １１，８１８

１９年度 ８１ ３５７ ８ ５ １ ６２０ ２，０５８ １，０９０

２０年度 ８７ ３７７ １０ ０ ５ ５９５ ２，０６１ ３，６６０

２１年度 ５９ ２７２ １３ ０ ３ ４４８ １，５３７ ３，２６９

※幼稚園、小学校、中学校、養護教諭の二種免許状及び
高等学校一種免許状は、それぞれ臨時免許状からの取
得件数である。

※特別支援学校二種免許状は、幼稚園、小学校、中学校
又は高等学校の教諭の普通免許状を所有する教員が、
取得した件数である。

Ⅱ－４．現職教育による上位の免許状の取得状況



Ⅱ－５．免許状取得者数及び教員採用者数について

授与年度 免許状取得者実数（人） 教員採用者数（人）

昭和３９年度 ４９,４６４ ３２,９３６

昭和４４年度 １３１,９７３ ３６,７４７※

昭和５０年度 １５２,９１５ ５３,４１３

昭和５６年度 １６８,４３３ ５６,５９１

昭和６２年度 １４２,１５２ ４４,２２８

平成

 

５年度 １２８,３４２ ３３,５８６

平成１１年度 １１５,６６９ ２６,８９５

平成１７年度 １１７,９０３ ４０,１５８

○「免許状取得者実数」は、各年度に課程認定大学を卒業した者で、教員免許状を取得した者の数である。（教職員課調べ）
○「教員採用者数」は、国・公・私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校において、教諭、講師、養護教諭又は

 
栄養教諭として、授与年度の翌年度に採用された者の数である。（※昭和４４年度については、国立の学校及び私立の小学校、中学校及び特別支

 
援学校を含まない。）（学校教員統計調査）

小学校 中学校 高等学校

6,543 3,305 2,103

・Ｈ２０学校種別教育職員免許状取得者数
（教職員課調べ）

・Ｈ２１新規学卒者の学校種別教員採用者数
（国公私立学校の計）

 

（教職員課調べ）

小学校 中学校 高等学校

17,747 50,041 66,682

＜参考＞



Ⅱ－６．特別免許状の授与件数の推移
平成

元～16 
年度

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
計

（Ｈ１～Ｈ２１の計）

小学校
公立 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ２

私立 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

中学校

公立 ２ １ ２ １ ５ ４
英語（3件）

保健体育（1件）
１５

私立 ６ ２ ４ ６ ２ ７
英語（5件）

家庭、宗教（各1件）
２７

高等学校

公立 ３８ １３ １３ ３９ １９ ３８

看護（16件）

英語（4件）

保健体育、工業（各

 
2件）

数学、理科、水産、

 
福祉（各1件）

１６０

私立 ６２ １８ ９ １５ １４ １２

英語、看護（各4件）

家庭（2件）

情報、宗教（各1件）

１２５

特別支援学校
公立 ３４ １ ９ ８ １６ １６ ８４

私立 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 １４９ ３５ ３７ ６９ ５６ ６７ ４１３



Ⅱ－７．養成機関別新規学卒者免許状取得者数①

小学校教諭免許状取得者数：１万８，８２３人

大学院
（６．６％）

学部
（８８．９％）

短期大学
（４．５％）

国立
教員養成系

（５．３％）

国立教員養成系
（５０．７％）

公私立大
（３６．０％）

国立
一般系
（２．１％）

国立一般系（０．７％）

公私立大

 

（０．６％）

中学校教諭免許状取得者数：４万７，６０９人

大学院
（９．０％）

学部
（８９．０％）

短期大学
（２．０％）

国立教員養成系
（２３．５％）

公私立大
（５８．６％）

国立一般系
（６．８％）

公私立大
（３．４％）

国立
一般系
（２．１％）

国立
教員養成系

（３．４％）

高等学校教諭免許状取得者数：６万１，８６９人

大学院
（９．３％）

学部
（９０．７％）

国立教員養成系
（１６．６％）

公私立大
（６３．２％）

国立一般系
（１０．９％）

公私立大
（３．４％）

国立
一般系
（３．１％）

国立
教員養成系

（２．９％）

※平成２２年３月卒業者の免許状取得状況

（教職員課調べ）※

 

大学、大学院及び短期大学において、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を取得した新規学卒者の数



Ⅱ－７．養成機関別新規学卒者免許状取得者数②

特別支援学校教諭免許状取得者数：３，２７５人

大学院
（８．８％）

学部
（９０．４％）

短期大学
（０．８％）

国立
教員養成系

（７．６％）

国立教員養成系
（４８．８％）

公私立大
（３８．２％）

国立
一般系
（２．１％）

国立一般系（１．１％）

公私立大

 

（０．１％）

養護教諭免許状取得者数：２，８６９人

大学院
（１．９％）

学部
（７６．９％） 短期大学

（２１．２％）

国立教員養成系
（１１．７％）

公私立大
（５９．８％）

国立一般系
（５．４％）

※平成２２年３月卒業者の免許状取得状況

（教職員課調べ）※

 

大学、大学院及び短期大学において、幼稚園、特別支援学校の教諭又は養護教諭の普通免許状を取得した新規学卒者の数

幼稚園教諭免許状取得者数：３万５，３８８人

大学院
（0.5％）

学部
（３２．３％）

短期大学
（６７．２％）

公私立大
（２５．０％）

国立教員

 
養成系
（６．８％）

国立一般系
（０．６％）

国立一般系
（３．４％）
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Ⅱ－８．平成２１年度教員免許状授与件数

（教職員課調べ）

①幼稚園教諭

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

二種免許状

一種免許状

専修免許状



平成２１年度教員免許状授与件数（幼稚園教諭）

（教職員課調べ）

授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 6 (0.5%) 245 (20.5%) 946 (79.0%) 1,197 25 滋賀県 2 (0.8%) 41 (17.2%) 196 (82.0%) 239

2 青森県 1 (0.2%) 88 (20.5%) 340 (79.3%) 429 26 京都府 8 (0.6%) 450 (32.6%) 921 (66.8%) 1,379

3 岩手県 4 (0.9%) 180 (39.6%) 270 (59.5%) 454 27 大阪府 11 (0.4%) 617 (20.6%) 2,363 (79.0%) 2,991

4 宮城県 1 (0.2%) 227 (39.8%) 343 (60.1%) 571 28 兵庫県 22 (0.6%) 1,242 (34.8%) 2,309 (64.6%) 3,573

5 秋田県 1 (0.5%) 33 (17.6%) 153 (81.8%) 187 29 奈良県 5 (0.9%) 274 (51.8%) 250 (47.3%) 529

6 山形県 2 (0.7%) 23 (8.2%) 256 (91.1%) 281 30 和歌山県 2 (2.6%) 0 (0.0%) 75 (97.4%) 77

7 福島県 2 (0.4%) 51 (9.6%) 481 (90.1%) 534 31 鳥取県 1 (0.6%) 27 (17.5%) 126 (81.8%) 154

8 茨城県 5 (0.8%) 272 (44.4%) 336 (54.8%) 613 32 島根県 4 (3.8%) 44 (41.9%) 57 (54.3%) 105

9 栃木県 6 (1.1%) 183 (32.4%) 375 (66.5%) 564 33 岡山県 7 (0.7%) 347 (34.4%) 654 (64.9%) 1,008

10 群馬県 3 (0.3%) 329 (35.2%) 602 (64.5%) 934 34 広島県 10 (1.2%) 385 (44.9%) 462 (53.9%) 857

11 埼玉県 12 (0.8%) 689 (46.2%) 789 (53.0%) 1,490 35 山口県 2 (0.5%) 148 (35.4%) 268 (64.1%) 418

12 千葉県 7 (0.5%) 626 (40.7%) 906 (58.9%) 1,539 36 徳島県 30 (6.6%) 307 (67.6%) 117 (25.8%) 454

13 東京都 30 (0.7%) 1,887 (43.3%) 2,443 (56.0%) 4,360 37 香川県 1 (0.3%) 149 (40.7%) 216 (59.0%) 366

14 神奈川県 6 (0.3%) 557 (25.0%) 1,667 (74.8%) 2,230 38 愛媛県 0 (0.0%) 32 (11.9%) 236 (88.1%) 268

15 新潟県 18 (4.7%) 84 (21.7%) 285 (73.6%) 387 39 高知県 1 (1.0%) 26 (26.5%) 71 (72.4%) 98

16 富山県 2 (0.9%) 48 (20.7%) 182 (78.4%) 232 40 福岡県 6 (0.2%) 517 (14.9%) 2,951 (84.9%) 3,474

17 石川県 2 (1.3%) 20 (13.3%) 128 (85.3%) 150 41 佐賀県 3 (1.0%) 20 (6.9%) 265 (92.0%) 288

18 福井県 1 (0.6%) 19 (11.7%) 143 (87.7%) 163 42 長崎県 2 (0.5%) 174 (45.1%) 210 (54.4%) 386

19 山梨県 1 (0.4%) 53 (20.9%) 200 (78.7%) 254 43 熊本県 2 (0.5%) 183 (47.8%) 198 (51.7%) 383

20 長野県 3 (0.7%) 55 (12.5%) 383 (86.8%) 441 44 大分県 0 (0.0%) 50 (17.6%) 234 (82.4%) 284

21 岐阜県 5 (0.7%) 162 (24.1%) 506 (75.2%) 673 45 宮崎県 4 (1.3%) 42 (14.0%) 253 (84.6%) 299

22 静岡県 4 (0.6%) 215 (31.9%) 455 (67.5%) 674 46 鹿児島県 4 (0.7%) 189 (34.8%) 350 (64.5%) 543

23 愛知県 8 (0.3%) 697 (28.6%) 1,731 (71.1%) 2,436 47 沖縄県 0 (0.0%) 38 (11.4%) 296 (88.6%) 334

24 三重県 3 (0.8%) 115 (29.8%) 268 (69.4%) 386 260 (0.7%) 12,160 (30.6%) 27,266 (68.7%) 39,686

二種都道府県 専修 一種 二種

合計

都道府県 専修 一種

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数
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（教職員課調べ）

②小学校教諭

Ⅱ－８．平成２１年度教員免許状授与件数

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

一種免許状

専修免許状

二種免許状



平成２１年度教員免許状授与件数（小学校教諭）

（教職員課調べ）

授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 68 (6.3%) 798 (73.8%) 216 (20.0%) 1,082 25 滋賀県 23 (8.4%) 204 (74.5%) 47 (17.2%) 274

2 青森県 9 (4.6%) 179 (92.3%) 6 (3.1%) 194 26 京都府 46 (2.6%) 1,220 (68.0%) 528 (29.4%) 1,794

3 岩手県 19 (6.0%) 288 (91.1%) 9 (2.8%) 316 27 大阪府 59 (3.8%) 1,161 (75.1%) 326 (21.1%) 1,546

4 宮城県 20 (4.3%) 376 (80.0%) 74 (15.7%) 470 28 兵庫県 109 (9.0%) 870 (72.1%) 227 (18.8%) 1,206

5 秋田県 9 (6.5%) 121 (87.1%) 9 (6.5%) 139 29 奈良県 32 (6.9%) 370 (79.4%) 64 (13.7%) 466

6 山形県 13 (16.9%) 55 (71.4%) 9 (11.7%) 77 30 和歌山県 12 (5.8%) 141 (68.1%) 54 (26.1%) 207

7 福島県 17 (7.8%) 168 (76.7%) 34 (15.5%) 219 31 鳥取県 6 (12.5%) 37 (77.1%) 5 (10.4%) 48

8 茨城県 28 (5.5%) 345 (67.4%) 139 (27.1%) 512 32 島根県 14 (10.4%) 105 (78.4%) 15 (11.2%) 134

9 栃木県 31 (7.5%) 304 (73.8%) 77 (18.7%) 412 33 岡山県 28 (7.0%) 355 (88.5%) 18 (4.5%) 401

10 群馬県 32 (5.4%) 422 (70.8%) 142 (23.8%) 596 34 広島県 38 (6.5%) 482 (82.7%) 63 (10.8%) 583

11 埼玉県 51 (3.8%) 985 (73.2%) 309 (23.0%) 1,345 35 山口県 18 (8.9%) 119 (58.6%) 66 (32.5%) 203

12 千葉県 44 (4.2%) 666 (64.0%) 331 (31.8%) 1,041 36 徳島県 92 (20.4%) 337 (74.7%) 22 (4.9%) 451

13 東京都 158 (5.4%) 2,291 (78.5%) 470 (16.1%) 2,919 37 香川県 16 (5.7%) 234 (83.6%) 30 (10.7%) 280

14 神奈川県 40 (3.8%) 654 (62.0%) 360 (34.2%) 1,054 38 愛媛県 12 (6.7%) 143 (80.3%) 23 (12.9%) 178

15 新潟県 178 (31.4%) 346 (61.1%) 42 (7.4%) 566 39 高知県 9 (6.9%) 117 (90.0%) 4 (3.1%) 130

16 富山県 11 (10.3%) 78 (72.9%) 18 (16.8%) 107 40 福岡県 27 (3.3%) 656 (81.2%) 125 (15.5%) 808

17 石川県 13 (8.2%) 98 (61.6%) 48 (30.2%) 159 41 佐賀県 19 (12.1%) 97 (61.8%) 41 (26.1%) 157

18 福井県 46 (27.1%) 97 (57.1%) 27 (15.9%) 170 42 長崎県 15 (7.0%) 193 (90.6%) 5 (2.3%) 213

19 山梨県 28 (6.7%) 329 (78.1%) 64 (15.2%) 421 43 熊本県 22 (8.9%) 205 (83.3%) 19 (7.7%) 246

20 長野県 26 (7.3%) 275 (77.2%) 55 (15.4%) 356 44 大分県 10 (5.8%) 130 (75.6%) 32 (18.6%) 172

21 岐阜県 53 (6.6%) 658 (81.9%) 92 (11.5%) 803 45 宮崎県 23 (15.4%) 85 (57.0%) 41 (27.5%) 149

22 静岡県 47 (7.0%) 433 (64.2%) 194 (28.8%) 674 46 鹿児島県 19 (4.5%) 352 (82.6%) 55 (12.9%) 426

23 愛知県 76 (5.8%) 914 (70.2%) 312 (24.0%) 1,302 47 沖縄県 5 (1.5%) 194 (59.3%) 128 (39.1%) 327

24 三重県 11 (2.5%) 320 (71.7%) 115 (25.8%) 446 1,682 (6.5%) 19,007 (73.7%) 5,090 (19.7%) 25,779

二種都道府県 専修 一種 二種

合計

都道府県 専修 一種

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島

沖
縄
県

（教職員課調べ）

14,000

13,000

12,000

③中学校教諭

Ⅱ－８．平成２１年度教員免許状授与件数

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

二種免許状

一種免許状

専修免許状



平成２１年度教員免許状授与件数（中学校教諭）

（教職員課調べ）

授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 178 (9.6%) 1,457 (78.2%) 228 (12.2%) 1,863 25 滋賀県 52 (7.1%) 661 (90.8%) 15 (2.1%) 728

2 青森県 24 (6.9%) 309 (88.8%) 15 (4.3%) 348 26 京都府 253 (8.2%) 2,759 (89.0%) 89 (2.9%) 3,101

3 岩手県 33 (9.7%) 263 (77.4%) 44 (12.9%) 340 27 大阪府 298 (8.2%) 3,206 (87.8%) 146 (4.0%) 3,650

4 宮城県 105 (9.1%) 1,017 (88.3%) 30 (2.6%) 1,152 28 兵庫県 136 (8.1%) 1,448 (85.8%) 103 (6.1%) 1,687

5 秋田県 14 (10.0%) 118 (84.3%) 8 (5.7%) 140 29 奈良県 88 (11.0%) 676 (84.6%) 35 (4.4%) 799

6 山形県 52 (19.3%) 168 (62.5%) 49 (18.2%) 269 30 和歌山県 21 (9.6%) 157 (71.7%) 41 (18.7%) 219

7 福島県 33 (9.4%) 289 (82.6%) 28 (8.0%) 350 31 鳥取県 9 (11.8%) 60 (78.9%) 7 (9.2%) 76

8 茨城県 256 (20.1%) 967 (75.8%) 52 (4.1%) 1,275 32 島根県 40 (14.9%) 206 (76.6%) 23 (8.6%) 269

9 栃木県 49 (10.3%) 333 (70.3%) 92 (19.4%) 474 33 岡山県 116 (12.7%) 771 (84.4%) 27 (3.0%) 914

10 群馬県 59 (11.5%) 392 (76.7%) 60 (11.7%) 511 34 広島県 157 (14.5%) 864 (79.6%) 64 (5.9%) 1,085

11 埼玉県 157 (7.0%) 1,932 (86.0%) 158 (7.0%) 2,247 35 山口県 39 (9.5%) 321 (78.1%) 51 (12.4%) 411

12 千葉県 139 (7.2%) 1,666 (86.5%) 121 (6.3%) 1,926 36 徳島県 134 (30.9%) 280 (64.7%) 19 (4.4%) 433

13 東京都 1,130 (8.7%) 11,626 (89.3%) 263 (2.0%) 13,019 37 香川県 18 (7.9%) 194 (85.1%) 16 (7.0%) 228

14 神奈川県 262 (10.0%) 2,276 (86.4%) 95 (3.6%) 2,633 38 愛媛県 37 (10.3%) 277 (77.4%) 44 (12.3%) 358

15 新潟県 219 (27.2%) 526 (65.3%) 61 (7.6%) 806 39 高知県 31 (9.8%) 244 (77.2%) 41 (13.0%) 316

16 富山県 35 (15.2%) 189 (82.2%) 6 (2.6%) 230 40 福岡県 149 (9.9%) 1,308 (86.9%) 48 (3.2%) 1,505

17 石川県 61 (17.4%) 281 (80.3%) 8 (2.3%) 350 41 佐賀県 44 (20.7%) 161 (75.6%) 8 (3.8%) 213

18 福井県 55 (28.1%) 129 (65.8%) 12 (6.1%) 196 42 長崎県 25 (7.6%) 282 (86.0%) 21 (6.4%) 328

19 山梨県 34 (6.9%) 419 (84.8%) 41 (8.3%) 494 43 熊本県 41 (10.0%) 356 (86.8%) 13 (3.2%) 410

20 長野県 52 (9.0%) 447 (76.9%) 82 (14.1%) 581 44 大分県 16 (8.0%) 146 (72.6%) 39 (19.4%) 201

21 岐阜県 63 (7.6%) 737 (88.7%) 31 (3.7%) 831 45 宮崎県 27 (12.0%) 145 (64.4%) 53 (23.6%) 225

22 静岡県 68 (8.3%) 713 (87.4%) 35 (4.3%) 816 46 鹿児島県 54 (8.3%) 527 (80.8%) 71 (10.9%) 652

23 愛知県 251 (7.7%) 2,894 (88.5%) 126 (3.9%) 3,271 47 沖縄県 36 (8.8%) 366 (89.3%) 8 (2.0%) 410

24 三重県 27 (5.3%) 367 (72.0%) 116 (22.7%) 510 5,177 (9.8%) 44,930 (85.0%) 2,743 (5.2%) 52,850合計

都道府県 専修 一種 二種都道府県 専修 一種 二種

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数
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（教職員課調べ）

17,000

15,000

14,000

16,000

④高等学校教諭

Ⅱ－８．平成２１年度教員免許状授与件数

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

一種免許状

専修免許状



平成２１年度教員免許状授与件数（高等学校教諭）

（教職員課調べ）

授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 306 (12.4%) 2,155 (87.6%) 0 (0.0%) 2,461 25 滋賀県 66 (7.1%) 862 (92.9%) 0 (0.0%) 928

2 青森県 45 (9.0%) 453 (91.0%) 0 (0.0%) 498 26 京都府 334 (7.8%) 3,943 (92.2%) 0 (0.0%) 4,277

3 岩手県 37 (9.5%) 351 (90.5%) 0 (0.0%) 388 27 大阪府 403 (8.1%) 4,587 (91.9%) 0 (0.0%) 4,990

4 宮城県 164 (10.8%) 1,359 (89.2%) 0 (0.0%) 1,523 28 兵庫県 176 (8.2%) 1,979 (91.8%) 0 (0.0%) 2,155

5 秋田県 39 (16.0%) 204 (84.0%) 0 (0.0%) 243 29 奈良県 118 (11.7%) 892 (88.3%) 0 (0.0%) 1,010

6 山形県 77 (22.9%) 259 (77.1%) 0 (0.0%) 336 30 和歌山県 29 (10.8%) 240 (89.2%) 0 (0.0%) 269

7 福島県 33 (7.6%) 402 (92.4%) 0 (0.0%) 435 31 鳥取県 26 (18.8%) 112 (81.2%) 0 (0.0%) 138

8 茨城県 310 (19.2%) 1,308 (80.8%) 0 (0.0%) 1,618 32 島根県 53 (16.1%) 276 (83.9%) 0 (0.0%) 329

9 栃木県 63 (11.9%) 465 (88.1%) 0 (0.0%) 528 33 岡山県 157 (12.3%) 1,122 (87.7%) 0 (0.0%) 1,279

10 群馬県 81 (11.0%) 658 (89.0%) 0 (0.0%) 739 34 広島県 210 (14.4%) 1,245 (85.6%) 0 (0.0%) 1,455

11 埼玉県 193 (7.1%) 2,524 (92.9%) 0 (0.0%) 2,717 35 山口県 57 (9.8%) 525 (90.2%) 0 (0.0%) 582

12 千葉県 171 (7.6%) 2,090 (92.4%) 0 (0.0%) 2,261 36 徳島県 165 (30.6%) 375 (69.4%) 0 (0.0%) 540

13 東京都 1,353 (8.1%) 15,437 (91.9%) 0 (0.0%) 16,790 37 香川県 27 (10.8%) 222 (89.2%) 0 (0.0%) 249

14 神奈川県 320 (9.4%) 3,089 (90.6%) 0 (0.0%) 3,409 38 愛媛県 68 (14.4%) 404 (85.6%) 0 (0.0%) 472

15 新潟県 282 (30.0%) 657 (70.0%) 0 (0.0%) 939 39 高知県 38 (9.7%) 355 (90.3%) 0 (0.0%) 393

16 富山県 46 (16.3%) 237 (83.7%) 0 (0.0%) 283 40 福岡県 206 (9.2%) 2,027 (90.8%) 0 (0.0%) 2,233

17 石川県 108 (18.6%) 472 (81.4%) 0 (0.0%) 580 41 佐賀県 48 (17.5%) 227 (82.5%) 0 (0.0%) 275

18 福井県 63 (25.1%) 188 (74.9%) 0 (0.0%) 251 42 長崎県 79 (12.9%) 535 (87.1%) 0 (0.0%) 614

19 山梨県 65 (11.2%) 513 (88.8%) 0 (0.0%) 578 43 熊本県 67 (8.9%) 682 (91.1%) 0 (0.0%) 749

20 長野県 82 (14.4%) 489 (85.6%) 0 (0.0%) 571 44 大分県 28 (9.1%) 279 (90.9%) 0 (0.0%) 307

21 岐阜県 100 (10.2%) 878 (89.8%) 0 (0.0%) 978 45 宮崎県 33 (11.3%) 260 (88.7%) 0 (0.0%) 293

22 静岡県 107 (10.2%) 944 (89.8%) 0 (0.0%) 1,051 46 鹿児島県 90 (10.1%) 804 (89.9%) 0 (0.0%) 894

23 愛知県 371 (8.2%) 4,134 (91.8%) 0 (0.0%) 4,505 47 沖縄県 66 (9.4%) 638 (90.6%) 0 (0.0%) 704

24 三重県 40 (7.6%) 488 (92.4%) 0 (0.0%) 528 7,000 (10.1%) 62,345 (89.9%) 0 (0.0%) 69,345

二種都道府県 専修 一種 二種

合計

都道府県 専修 一種

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数
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（教職員課調べ）

⑤特別支援学校教諭

Ⅱ－８．平成２１年度教員免許状授与件数

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

二種免許状

一種免許状

専修免許状



平成２１年度教員免許状授与件数（特別支援学校教諭）

（教職員課調べ）

授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 6 (0.9%) 312 (49.2%) 316 (49.8%) 634 25 滋賀県 12 (13.8%) 39 (44.8%) 36 (41.4%) 87

2 青森県 3 (3.6%) 57 (68.7%) 23 (27.7%) 83 26 京都府 10 (2.8%) 260 (71.6%) 93 (25.6%) 363

3 岩手県 5 (5.3%) 39 (41.5%) 50 (53.2%) 94 27 大阪府 12 (3.4%) 140 (39.1%) 206 (57.5%) 358

4 宮城県 4 (1.3%) 239 (74.7%) 77 (24.1%) 320 28 兵庫県 26 (8.4%) 93 (30.1%) 190 (61.5%) 309

5 秋田県 3 (5.2%) 40 (69.0%) 15 (25.9%) 58 29 奈良県 7 (9.0%) 46 (59.0%) 25 (32.1%) 78

6 山形県 1 (1.9%) 32 (60.4%) 20 (37.7%) 53 30 和歌山県 2 (2.3%) 34 (39.1%) 51 (58.6%) 87

7 福島県 1 (1.2%) 32 (39.0%) 49 (59.8%) 82 31 鳥取県 2 (3.2%) 33 (52.4%) 28 (44.4%) 63

8 茨城県 34 (16.7%) 99 (48.8%) 70 (34.5%) 203 32 島根県 1 (2.4%) 16 (39.0%) 24 (58.5%) 41

9 栃木県 4 (7.7%) 28 (53.8%) 20 (38.5%) 52 33 岡山県 9 (4.6%) 139 (70.6%) 49 (24.9%) 197

10 群馬県 11 (6.8%) 77 (47.5%) 74 (45.7%) 162 34 広島県 5 (3.5%) 48 (33.6%) 90 (62.9%) 143

11 埼玉県 1 (0.4%) 108 (44.1%) 136 (55.5%) 245 35 山口県 2 (1.1%) 45 (23.7%) 143 (75.3%) 190

12 千葉県 4 (1.0%) 234 (60.6%) 148 (38.3%) 386 36 徳島県 11 (19.6%) 27 (48.2%) 18 (32.1%) 56

13 東京都 8 (2.4%) 261 (77.4%) 68 (20.2%) 337 37 香川県 7 (6.0%) 81 (69.2%) 29 (24.8%) 117

14 神奈川県 9 (2.5%) 73 (19.9%) 284 (77.6%) 366 38 愛媛県 8 (11.6%) 31 (44.9%) 30 (43.5%) 69

15 新潟県 24 (19.2%) 30 (24.0%) 71 (56.8%) 125 39 高知県 6 (15.4%) 12 (30.8%) 21 (53.8%) 39

16 富山県 2 (4.8%) 11 (26.2%) 29 (69.0%) 42 40 福岡県 36 (13.9%) 91 (35.1%) 132 (51.0%) 259

17 石川県 1 (1.6%) 33 (53.2%) 28 (45.2%) 62 41 佐賀県 4 (4.8%) 43 (51.8%) 36 (43.4%) 83

18 福井県 9 (13.0%) 16 (23.2%) 44 (63.8%) 69 42 長崎県 3 (3.5%) 50 (58.8%) 32 (37.6%) 85

19 山梨県 2 (3.9%) 34 (66.7%) 15 (29.4%) 51 43 熊本県 15 (12.7%) 54 (45.8%) 49 (41.5%) 118

20 長野県 0 (0.0%) 85 (38.8%) 134 (61.2%) 219 44 大分県 4 (3.2%) 31 (24.8%) 90 (72.0%) 125

21 岐阜県 5 (5.3%) 32 (33.7%) 58 (61.1%) 95 45 宮崎県 0 (0.0%) 20 (17.5%) 94 (82.5%) 114

22 静岡県 4 (3.1%) 27 (20.6%) 100 (76.3%) 131 46 鹿児島県 0 (0.0%) 65 (45.8%) 77 (54.2%) 142

23 愛知県 1 (0.5%) 128 (58.7%) 89 (40.8%) 218 47 沖縄県 5 (4.8%) 19 (18.3%) 80 (76.9%) 104

24 三重県 2 (1.9%) 36 (33.3%) 70 (64.8%) 108 331 (4.5%) 3,480 (46.9%) 3,611 (48.7%) 7,422合計

都道府県 専修 一種 二種都道府県 専修 一種 二種

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数
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（教職員課調べ）

⑥中学校教諭教科別

Ⅱ－８．平成２１年度教員免許状授与件数

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

二種免許状

一種免許状

専修免許状
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Ⅱ－８．平成２１年度教員免許状授与件数

（教職員課調べ）

⑦高等学校教諭教科別

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

一種免許状

専修免許状
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（教職員課調べ）

幼稚園教諭の普通免許状又は中学校教諭の普通

 
免許状を所有する者が、当該学校に３年以上在職

 
し、かつ、所定の単位を取得したことによって小学

 
校教諭の二種免許状を取得した件数
（教育職員免許法

 

別表第８適用）

⑧教職経験年数を活用した小学校二種免許状

Ⅱ－８．平成２１年度教員免許状授与件数

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

中→小二種

幼→小二種
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（教職員課調べ）

小学校教諭の普通免許状又は高等学校教諭の普

 
通免許状を所有する者が、当該学校に３年以上在

 
職し、かつ、所定の単位を取得したことによって中

 
学校教諭の二種免許状を取得した件数
（教育職員免許法

 

別表第８適用）

⑨教職経験年数を活用した中学校二種免許状

Ⅱ－８．平成２１年度教員免許状授与件数

※平成21年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

高→中

小→中



Ⅱ－９．現職教員の所有免許状別構成について（平成２２年度）

区 分 専修 一種 二種

幼

 
稚

 
園

国立 １０．１％ ６０．２％ ２２．３％

公立 ０．８％ ４０．３％ ５５．４％

私立 ０．４％ １８．１％ ７５．９％

計 ０．５％ ２２．４％ ７１．８％

小

 
学

 
校

国立 １５．６％ ７６．７％ ６．１％

公立 ３．６％ ７９．３％ １５．１％

私立 ４．９％ ６３．１％ １８．４％

計 ３．７％ ７９．１％ １５．１％

中

 
学

 
校

国立 １９．９％ ７７．２％ ２．７％

公立 ５．９％ ８９．１％ ４．７％

私立 １４．２％ ８０．１％ ２．４％

計 ６．５％ ８８．４％ ４．６％

高

 
等

 
学

 
校

国立 ４７．１％ ５２．０％ －

公立 ２３．９％ ７５．４％ ０．３％

私立 １７．１％ ８０．６％ ０．５％

計 ２２．２％ ７６．７％ ０．４％

（教職員課調べ）

71.8%

15.1%
4.6% 0.4%

22.4%

79.1%
88.4%

76.7%

0.5% 3.7% 6.5%

22.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

幼稚園 小学校 中学校 高等学校

<現職教員の免許状別保有者割合＞

※臨時免許状のみを有する者や当該学校種の免許状を有しない者等がいる

 
ため、学校種ごとの合計は１００％にならない。
※平成２２年１０月１日現在で所属する学校種の普通免許状を所有する教員

 
（養護教諭、栄養教諭を含む。）の割合

二種

一種

専修



Ⅱ－10．各学校種ごとの免許状を保有する教諭の割合（平成２２年度）

所有する

免許状

職

幼稚園 小学校 中学校 高等学校

特別支援学校

臨時

免許

特別

免許視覚 聴覚

知的

肢体

病弱

幼稚園

教 諭
９９．５ ８．９ １．４ １．０ ０．０ ０．１ ０．６ ０．１

小学校

教 諭
２３．７ ９８．５ ６１．８ ４５．３ ０．２ ０．７ ８．６ ０．３ ０．０

中学校

教 諭
１．７ ２６．９ ９９．８ ８０．３ ０．１ ０．２ ３．２ ０．１ ０．０

高等学校

教 諭
０．３ ４．９ ５６．８ ９９．７ ０．１ ０．１ ０．８ ０．１ ０．１

中等教育

学校教諭
０．６ ８．１ ９４．８ ９８．６ ０．１ － ０．６

中１．６

高０．１

中０．４

高０．４

特別支援

学校教諭
１２．９ ５１．２ ７７．２ ６７．１ ５．６ ８．８ ７０．８ ０．２ ０．０

(教職員課調べ)

(単位：％)



（教職員課調べ）
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※園長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※幼稚園の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）がいるため、専修・一種・二種免許状の合計は、１００％にならない。

Ⅱ－１１．平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況

①幼稚園

二種免許状

一種免許状

専修免許状



平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況について（幼稚園）

（教職員課調べ）

※園長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※幼稚園の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有）がいるため、専修・一種・二種免許状の合計は、１００％にならない。
※（

 

）内の数字は、前回調査（平成19年度）からの増減

1 北海道 0.4% (▲0.2%) 25.1% (1.2%) 62.0% (▲2.1%) 25 滋賀県 0.3% (0.3%) 39.0% (6.5%) 59.4% (▲7.5%)
2 青森県 0.0% (0.0%) 17.9% (3.3%) 74.4% (▲11.0%) 26 京都府 0.3% (0.3%) 30.4% (1.3%) 68.3% (▲1.3%)
3 岩手県 0.5% (0.1%) 49.5% (0.8%) 46.5% (▲3.1%) 27 大阪府 0.2% (0.2%) 56.0% (▲6.4%) 42.0% (5.3%)
4 宮城県 4.0% (3.8%) 28.6% (▲3.9%) 62.2% (▲0.4%) 28 兵庫県 1.3% (▲1.1%) 53.7% (▲5.1%) 32.4% (▲1.3%)
5 秋田県 1.0% (1.0%) 18.8% (▲3.7%) 76.2% (7.1%) 29 奈良県 0.5% (0.5%) 41.7% (▲9.6%) 56.0% (7.2%)
6 山形県 0.0% (0.0%) 12.5% (3.5%) 81.3% (▲7.5%) 30 和歌山県 0.4% (▲2.7%) 31.9% (▲4.3%) 59.6% (1.7%)
7 福島県 0.0% (▲0.3%) 23.9% (1.5%) 70.7% (0.2%) 31 鳥取県 0.0% (0.0%) 12.5% (▲0.7%) 81.3% (▲0.3%)
8 茨城県 0.0% (▲0.3%) 27.7% (▲1.6%) 68.4% (0.1%) 32 島根県 0.3% (0.3%) 44.3% (0.1%) 51.2% (▲3.1%)
9 栃木県 0.0% (0.0%) 13.5% (3.1%) 73.0% (▲8.3%) 33 岡山県 1.3% (0.4%) 68.5% (▲0.2%) 28.3% (▲0.2%)

10 群馬県 0.5% (0.5%) 33.9% (▲5.7%) 63.7% (5.1%) 34 広島県 0.3% (▲0.3%) 36.2% (5.4%) 61.0% (▲2.4%)
11 埼玉県 1.2% (1.2%) 31.6% (▲3.1%) 64.8% (1.7%) 35 山口県 0.0% (0.0%) 31.8% (1.9%) 67.5% (▲2.5%)
12 千葉県 0.6% (0.6%) 29.1% (▲4.6%) 67.8% (2.5%) 36 徳島県 5.1% (2.6%) 58.5% (▲0.5%) 36.4% (▲2.1%)
13 東京都 1.6% (1.0%) 69.4% (▲2.6%) 28.7% (1.4%) 37 香川県 1.6% (0.4%) 49.8% (▲6.8%) 48.4% (7.1%)
14 神奈川県 0.4% (0.0%) 36.8% (▲7.6%) 60.7% (5.8%) 38 愛媛県 0.0% (▲0.3%) 24.6% (2.0%) 72.5% (▲0.4%)
15 新潟県 1.0% (0.5%) 28.9% (▲1.7%) 68.1% (1.9%) 39 高知県 0.0% (0.0%) 10.0% (▲0.9%) 85.0% (▲4.1%)
16 富山県 0.7% (0.7%) 30.6% (▲14.7%) 66.7% (12.7%) 40 福岡県 0.8% (0.1%) 37.0% (▲2.5%) 59.1% (2.8%)
17 石川県 0.0% (0.0%) 23.3% (5.9%) 76.7% (▲5.9%) 41 佐賀県 0.0% (0.0%) 15.4% (0.9%) 78.5% (0.2%)
18 福井県 0.5% (0.5%) 24.0% (1.5%) 69.8% (▲2.9%) 42 長崎県 0.0% (▲0.6%) 21.8% (▲6.2%) 66.2% (7.5%)
19 山梨県 0.0% (0.0%) 15.4% (6.3%) 84.6% (▲6.3%) 43 熊本県 1.4% (1.4%) 20.4% (2.9%) 73.5% (▲3.7%)
20 長野県 0.0% (0.0%) 6.3% (▲5.2%) 87.3% (6.1%) 44 大分県 0.9% (▲0.3%) 32.5% (▲2.4%) 60.0% (▲3.0%)
21 岐阜県 0.6% (0.6%) 27.3% (▲3.2%) 70.0% (3.3%) 45 宮崎県 0.0% (0.0%) 6.8% (4.6%) 84.1% (▲13.7%)
22 静岡県 0.3% (▲0.8%) 36.5% (▲2.5%) 61.8% (3.3%) 46 鹿児島県 0.0% (0.0%) 10.6% (0.6%) 82.5% (▲3.3%)
23 愛知県 0.6% (0.0%) 39.0% (▲4.8%) 60.2% (4.9%) 47 沖縄県 1.1% (1.1%) 19.8% (▲8.6%) 77.6% (7.6%)

24 三重県 0.3% (▲0.3%) 53.5% (▲2.2%) 46.0% (2.4%) 0.8% (0.2%) 40.3% (▲2.0%) 55.4% (0.7%)

専修 一種 二種都道府県 都道府県

全国

専修 一種 二種



Ⅱ－１１．平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況

（教職員課調べ）
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※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※小学校の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）がいるため、専修・一種・二種免許状の合計は、１００％にならない。

②小学校

二種免許状

一種免許状

専修免許状



平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況について（小学校）

（教職員課調べ）

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※小学校の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）がいるため、専修・一種・二種免許状の合計は、１００％にならない。
※（

 

）内の数字は、前回調査（平成19年度）からの増減

1 北海道 2.9% (1.2%) 86.9% (0.5%) 9.7% (▲1.3%) 25 滋賀県 6.0% (1.0%) 82.3% (▲4.5%) 10.7% (3.3%)
2 青森県 3.2% (1.0%) 91.4% (▲1.8%) 4.8% (0.5%) 26 京都府 3.5% (0.7%) 70.9% (0.2%) 25.0% (▲0.9%)
3 岩手県 2.6% (▲0.1%) 90.2% (▲1.0%) 5.4% (0.9%) 27 大阪府 2.3% (▲0.8%) 76.7% (▲2.8%) 19.2% (3.9%)
4 宮城県 5.7% (▲1.1%) 89.2% (1.7%) 4.7% (▲0.2%) 28 兵庫県 2.5% (▲0.7%) 84.9% (▲1.6%) 8.2% (0.7%)
5 秋田県 1.6% (0.7%) 89.4% (1.5%) 6.8% (0.2%) 29 奈良県 2.2% (▲0.7%) 79.9% (▲0.0%) 15.2% (1.5%)
6 山形県 3.1% (1.5%) 85.6% (0.6%) 9.8% (▲2.3%) 30 和歌山県 5.5% (2.4%) 77.8% (▲3.0%) 15.4% (2.2%)
7 福島県 2.7% (1.0%) 80.3% (▲0.3%) 15.8% (▲0.7%) 31 鳥取県 7.2% (3.2%) 79.3% (1.4%) 13.1% (▲4.1%)
8 茨城県 1.3% (0.2%) 59.4% (1.9%) 39.2% (▲2.2%) 32 島根県 4.6% (▲0.8%) 87.5% (1.8%) 6.8% (▲0.7%)
9 栃木県 7.2% (0.7%) 81.6% (1.7%) 9.8% (▲2.0%) 33 岡山県 3.8% (0.4%) 93.9% (1.0%) 2.0% (▲1.0%)

10 群馬県 5.0% (3.0%) 64.4% (▲3.4%) 26.8% (1.1%) 34 広島県 3.4% (0.2%) 84.3% (3.1%) 11.6% (▲3.2%)
11 埼玉県 2.3% (0.5%) 73.0% (▲1.2%) 23.3% (0.6%) 35 山口県 7.0% (1.9%) 86.2% (▲1.6%) 5.9% (▲1.2%)
12 千葉県 1.8% (0.7%) 67.7% (0.9%) 25.1% (▲2.4%) 36 徳島県 15.7% (3.5%) 70.3% (0.7%) 11.9% (▲4.6%)
13 東京都 2.8% (0.7%) 77.1% (▲2.8%) 13.8% (1.6%) 37 香川県 11.5% (3.6%) 76.7% (▲0.4%) 10.3% (▲3.1%)
14 神奈川県 2.2% (0.2%) 79.6% (▲4.2%) 16.5% (3.7%) 38 愛媛県 4.5% (2.4%) 86.6% (0.3%) 6.9% (▲1.9%)
15 新潟県 10.5% (▲1.1%) 76.6% (▲0.2%) 11.7% (0.6%) 39 高知県 6.9% (2.4%) 83.5% (2.6%) 8.5% (▲3.6%)
16 富山県 5.1% (1.1%) 78.1% (▲4.7%) 14.1% (2.7%) 40 福岡県 1.8% (0.0%) 80.4% (2.5%) 16.5% (▲3.4%)
17 石川県 6.1% (3.3%) 79.0% (▲1.2%) 12.0% (▲3.0%) 41 佐賀県 4.9% (0.6%) 86.6% (▲4.9%) 7.9% (4.2%)
18 福井県 3.8% (▲1.2%) 81.1% (▲0.2%) 13.4% (0.3%) 42 長崎県 2.2% (▲1.5%) 86.1% (1.6%) 11.2% (0.6%)
19 山梨県 7.0% (1.0%) 83.4% (0.5%) 6.3% (▲2.7%) 43 熊本県 2.7% (0.5%) 78.2% (▲4.4%) 18.4% (4.0%)
20 長野県 5.0% (0.8%) 72.9% (▲1.2%) 18.1% (▲0.4%) 44 大分県 2.2% (0.8%) 91.7% (▲1.2%) 5.0% (▲0.4%)
21 岐阜県 7.7% (2.3%) 77.6% (▲3.9%) 14.6% (1.8%) 45 宮崎県 8.2% (1.1%) 74.6% (▲1.1%) 13.2% (▲1.0%)
22 静岡県 3.8% (1.0%) 86.6% (▲0.4%) 7.9% (0.9%) 46 鹿児島県 2.7% (1.0%) 71.6% (2.0%) 25.1% (▲3.2%)
23 愛知県 3.0% (0.5%) 79.1% (▲3.7%) 17.8% (3.3%) 47 沖縄県 2.5% (▲0.4%) 69.0% (▲3.8%) 26.0% (4.4%)

24 三重県 2.6% (▲0.3%) 84.8% (3.1%) 11.3% (▲3.1%) 3.6% (0.5%) 79.3% (▲1.0%) 15.1% (0.4%)

専修 一種 二種都道府県 都道府県

全国

専修 一種 二種



（教職員課調べ）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※中学校の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）がいるため、専修・一種・二種免許状の合計は、１００％にならない。

③中学校

Ⅱ－１１．平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況

一種免許状

二種免許状

専修免許状



平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況について（中学校）

（教職員課調べ）

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※中学校の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）がいるため、専修・一種・二種免許状の合計は、１００％にならない。
※（

 

）内の数字は、前回調査（平成19年度）からの増減

1 北海道 4.3% (0.5%) 87.1% (1.1%) 8.4% (▲1.8%) 25 滋賀県 7.4% (▲0.2%) 89.3% (0.4%) 3.3% (▲0.0%)
2 青森県 5.9% (1.8%) 90.7% (▲1.7%) 3.3% (▲0.2%) 26 京都府 4.9% (▲0.7%) 90.1% (2.3%) 4.9% (▲1.6%)
3 岩手県 4.3% (1.9%) 93.2% (▲0.8%) 2.5% (▲1.1%) 27 大阪府 4.4% (1.6%) 89.9% (0.3%) 5.7% (▲1.9%)
4 宮城県 5.2% (0.1%) 93.7% (▲0.6%) 0.9% (0.4%) 28 兵庫県 4.5% (1.6%) 90.2% (▲2.2%) 4.2% (▲0.4%)
5 秋田県 6.3% (▲0.5%) 90.4% (1.2%) 3.1% (▲1.0%) 29 奈良県 6.6% (2.3%) 87.1% (▲2.3%) 5.5% (1.2%)
6 山形県 5.4% (0.1%) 92.2% (▲0.4%) 2.3% (0.2%) 30 和歌山県 8.6% (1.7%) 86.7% (▲1.7%) 4.2% (▲0.1%)
7 福島県 5.7% (▲0.8%) 88.7% (▲1.3%) 5.6% (2.5%) 31 鳥取県 7.8% (▲0.9%) 90.5% (0.4%) 1.8% (0.4%)
8 茨城県 4.7% (▲0.6%) 88.3% (0.7%) 6.9% (▲0.2%) 32 島根県 9.6% (2.5%) 88.9% (▲2.2%) 0.8% (▲1.0%)
9 栃木県 8.5% (2.0%) 86.9% (▲3.9%) 4.2% (1.7%) 33 岡山県 7.4% (▲1.6%) 91.3% (1.5%) 1.3% (0.1%)

10 群馬県 5.7% (▲0.7%) 89.8% (2.1%) 4.5% (▲1.5%) 34 広島県 6.0% (3.2%) 89.9% (▲3.2%) 3.7% (▲0.2%)
11 埼玉県 4.3% (0.6%) 88.7% (▲2.1%) 6.6% (1.2%) 35 山口県 6.1% (▲1.2%) 92.0% (1.3%) 1.9% (▲0.1%)
12 千葉県 4.3% (1.3%) 90.5% (▲2.4%) 5.1% (1.1%) 36 徳島県 19.7% (6.0%) 74.0% (▲7.4%) 5.9% (1.0%)
13 東京都 4.5% (0.5%) 92.4% (▲0.2%) 2.9% (▲0.6%) 37 香川県 10.7% (3.3%) 85.4% (▲4.5%) 3.6% (0.9%)
14 神奈川県 5.1% (1.0%) 91.7% (▲1.1%) 2.7% (▲0.0%) 38 愛媛県 4.0% (▲2.3%) 92.0% (2.0%) 4.0% (0.5%)
15 新潟県 12.3% (3.9%) 83.2% (▲2.9%) 4.6% (▲1.0%) 39 高知県 5.6% (2.3%) 90.6% (▲2.0%) 3.5% (▲0.3%)
16 富山県 11.5% (6.0%) 85.8% (▲4.3%) 2.4% (▲1.4%) 40 福岡県 6.2% (2.7%) 89.8% (▲2.2%) 3.9% (▲0.7%)
17 石川県 8.7% (1.9%) 85.8% (▲3.2%) 5.4% (1.4%) 41 佐賀県 8.8% (2.3%) 88.7% (▲0.7%) 2.2% (▲1.7%)
18 福井県 6.8% (▲3.9%) 85.9% (2.8%) 6.8% (1.1%) 42 長崎県 6.3% (2.8%) 83.5% (▲3.0%) 10.1% (0.1%)
19 山梨県 7.5% (▲0.3%) 89.4% (▲0.1%) 1.9% (▲0.7%) 43 熊本県 6.2% (1.0%) 83.9% (▲2.8%) 9.9% (1.9%)
20 長野県 8.6% (1.7%) 84.2% (▲3.0%) 6.3% (0.4%) 44 大分県 5.0% (2.2%) 91.8% (▲2.3%) 2.3% (▲0.7%)
21 岐阜県 8.9% (▲0.9%) 88.6% (3.3%) 2.5% (▲2.4%) 45 宮崎県 9.1% (▲0.5%) 83.3% (2.1%) 7.6% (▲1.6%)
22 静岡県 6.1% (▲1.0%) 91.9% (2.5%) 2.0% (▲1.3%) 46 鹿児島県 5.1% (1.1%) 81.3% (▲2.4%) 13.6% (1.4%)
23 愛知県 4.8% (0.8%) 90.5% (▲0.9%) 4.5% (▲0.1%) 47 沖縄県 5.3% (0.6%) 84.0% (0.2%) 10.5% (▲1.1%)

24 三重県 5.5% (1.3%) 92.4% (0.0%) 2.2% (▲0.9%) 5.9% (1.0%) 89.1% (▲0.8%) 4.7% (▲0.3%)

専修 一種 二種都道府県 都道府県

全国

専修 一種 二種



（教職員課調べ）
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※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※高等学校の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）、養護教諭及び栄養教諭の二種免許状所有者がいるため、専修・一種

 
の合計は、１００％にならない。

④高等学校

Ⅱ－１１．平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況

一種免許状

専修免許状



平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況について（高等学校）

（教職員課調べ）

1 北海道 27.0% (▲4.2%) 72.5% (4.0%) 25 滋賀県 16.4% (▲3.9%) 82.9% (3.5%)
2 青森県 24.7% (▲12.0%) 74.1% (11.1%) 26 京都府 22.1% (5.2%) 77.0% (▲5.5%)
3 岩手県 28.0% (2.0%) 71.2% (▲2.7%) 27 大阪府 18.2% (▲2.2%) 81.6% (2.3%)
4 宮城県 40.6% (0.4%) 58.4% (▲1.2%) 28 兵庫県 25.5% (▲12.3%) 74.3% (13.1%)
5 秋田県 25.9% (▲4.3%) 73.8% (4.0%) 29 奈良県 25.7% (▲10.8%) 72.2% (9.2%)
6 山形県 28.6% (▲2.5%) 70.8% (1.9%) 30 和歌山県 35.5% (▲3.2%) 64.0% (3.4%)
7 福島県 14.5% (▲9.0%) 84.6% (8.8%) 31 鳥取県 15.1% (▲1.5%) 84.6% (1.8%)
8 茨城県 25.8% (▲3.4%) 73.8% (3.5%) 32 島根県 40.7% (2.5%) 58.8% (▲2.5%)
9 栃木県 21.0% (▲0.6%) 78.7% (0.3%) 33 岡山県 18.3% (2.6%) 81.2% (▲2.5%)

10 群馬県 26.0% (0.2%) 73.8% (0.3%) 34 広島県 14.5% (0.5%) 84.7% (▲0.2%)
11 埼玉県 16.8% (▲4.6%) 82.2% (4.0%) 35 山口県 16.1% (▲3.9%) 83.9% (4.1%)
12 千葉県 13.5% (▲2.1%) 86.1% (2.4%) 36 徳島県 30.0% (1.5%) 69.4% (▲2.0%)
13 東京都 15.6% (▲1.2%) 83.6% (0.8%) 37 香川県 27.8% (2.1%) 71.9% (▲1.9%)
14 神奈川県 16.0% (0.7%) 83.7% (▲0.4%) 38 愛媛県 31.9% (▲4.7%) 66.4% (3.1%)
15 新潟県 25.4% (1.4%) 74.2% (▲1.7%) 39 高知県 12.5% (▲0.1%) 86.0% (▲0.2%)
16 富山県 22.7% (▲2.3%) 77.0% (2.0%) 40 福岡県 19.9% (▲2.4%) 79.2% (2.5%)
17 石川県 53.5% (▲0.4%) 46.5% (0.6%) 41 佐賀県 29.1% (▲7.3%) 70.0% (6.7%)
18 福井県 13.2% (0.2%) 86.8% (▲0.0%) 42 長崎県 26.2% (▲0.8%) 73.2% (0.2%)
19 山梨県 33.1% (▲8.1%) 66.6% (7.9%) 43 熊本県 20.4% (▲3.1%) 79.6% (3.4%)
20 長野県 22.7% (▲7.1%) 76.8% (7.1%) 44 大分県 18.6% (▲4.0%) 81.3% (3.9%)
21 岐阜県 56.0% (▲1.3%) 43.3% (0.9%) 45 宮崎県 33.8% (▲4.7%) 65.5% (4.3%)
22 静岡県 15.4% (0.6%) 83.9% (▲1.0%) 46 鹿児島県 16.3% (▲1.9%) 82.1% (0.9%)
23 愛知県 44.0% (▲4.5%) 54.7% (3.4%) 47 沖縄県 22.5% (▲3.0%) 77.4% (2.9%)

24 三重県 30.3% (▲7.0%) 69.6% (7.1%) 23.9% (▲2.8%) 75.4% (2.6%)

専修 一種

全国

専修 一種都道府県 都道府県

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※高等学校の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）、養護教諭及び栄養教諭の二種免許状所有者がいるため、専修・一種

 
の合計は、１００％にならない。



（教職員課調べ）
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※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※特別支援学校の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）がいるため、専修・一種・二種免許状の合計は、１００％にならない。

⑤特別支援学校

Ⅱ－１１．平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況

二種免許状

一種免許状

専修免許状



平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況について（特別支援学校）

（教職員課調べ）

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※特別支援学校の普通免許状を所有しない教諭（小学校教諭免許状のみ所有や臨時免許状のみ所有）がいるため、専修・一種・二種免許状の

 
合計は、１００％にならない。
※（

 

）内の数字は、前回調査（平成19年度）からの増減

1 北海道 4.7% (▲0.6%) 34.4% (1.5%) 40.9% (5.9%) 25 滋賀県 8.1% (2.3%) 60.4% (▲2.6%) 15.0% (0.4%)
2 青森県 2.5% (0.1%) 40.6% (0.6%) 37.0% (▲3.8%) 26 京都府 2.3% (0.7%) 28.3% (5.6%) 42.4% (14.4%)
3 岩手県 4.5% (▲1.1%) 65.0% (2.4%) 23.8% (2.4%) 27 大阪府 2.7% (0.4%) 21.9% (2.0%) 38.0% (1.3%)
4 宮城県 1.8% (▲0.3%) 31.9% (▲0.1%) 35.8% (1.2%) 28 兵庫県 4.7% (1.6%) 17.8% (1.1%) 49.8% (▲4.4%)
5 秋田県 3.3% (▲0.5%) 73.5% (▲0.8%) 13.4% (▲0.8%) 29 奈良県 3.7% (0.4%) 57.5% (▲2.7%) 23.0% (▲0.7%)
6 山形県 2.9% (▲0.3%) 45.6% (2.3%) 33.3% (▲1.0%) 30 和歌山県 7.6% (0.7%) 48.9% (3.7%) 25.9% (▲0.6%)
7 福島県 2.2% (▲0.6%) 65.7% (▲1.3%) 15.3% (▲1.9%) 31 鳥取県 4.5% (1.6%) 39.2% (1.6%) 31.5% (▲4.2%)
8 茨城県 6.1% (1.2%) 47.5% (2.9%) 35.4% (▲0.6%) 32 島根県 3.3% (▲0.7%) 69.2% (5.2%) 15.1% (▲0.9%)
9 栃木県 3.4% (▲0.4%) 52.8% (2.2%) 22.4% (0.6%) 33 岡山県 5.1% (▲0.2%) 28.4% (2.1%) 38.2% (2.1%)

10 群馬県 5.1% (0.2%) 24.1% (1.4%) 37.2% (1.5%) 34 広島県 2.7% (1.4%) 33.7% (2.6%) 41.6% (2.4%)
11 埼玉県 1.8% (0.3%) 30.0% (4.0%) 41.7% (▲4.0%) 35 山口県 1.9% (0.3%) 31.2% (1.4%) 42.7% (4.9%)
12 千葉県 2.1% (▲0.0%) 43.5% (4.0%) 36.9% (▲6.3%) 36 徳島県 9.1% (0.2%) 39.3% (▲0.0%) 22.3% (▲5.6%)
13 東京都 3.8% (0.5%) 29.1% (▲0.4%) 25.4% (▲3.0%) 37 香川県 3.2% (1.1%) 57.4% (▲3.8%) 16.1% (▲1.2%)
14 神奈川県 5.4% (▲0.7%) 28.6% (2.6%) 33.9% (5.0%) 38 愛媛県 7.2% (▲0.5%) 37.2% (▲0.4%) 16.5% (▲1.5%)
15 新潟県 4.7% (0.6%) 25.1% (▲0.5%) 32.2% (▲3.8%) 39 高知県 2.1% (0.2%) 37.9% (8.9%) 22.7% (4.3%)
16 富山県 2.9% (0.4%) 51.0% (1.5%) 23.8% (▲1.3%) 40 福岡県 4.6% (1.1%) 27.1% (▲1.4%) 37.7% (2.7%)
17 石川県 2.6% (0.3%) 35.5% (0.7%) 35.8% (▲5.4%) 41 佐賀県 2.8% (1.1%) 32.8% (4.8%) 36.1% (▲2.5%)
18 福井県 3.5% (0.6%) 40.8% (0.9%) 31.4% (▲2.9%) 42 長崎県 3.1% (▲0.0%) 50.1% (0.1%) 25.5% (▲4.2%)
19 山梨県 6.0% (1.9%) 60.4% (6.7%) 17.0% (▲1.0%) 43 熊本県 3.4% (0.0%) 47.0% (2.3%) 16.9% (1.6%)
20 長野県 1.9% (0.5%) 23.4% (0.9%) 38.8% (4.1%) 44 大分県 5.3% (1.4%) 36.0% (1.2%) 43.0% (0.9%)
21 岐阜県 10.8% (1.2%) 41.2% (▲0.8%) 20.2% (1.1%) 45 宮崎県 3.4% (0.6%) 40.5% (0.1%) 32.9% (6.3%)
22 静岡県 2.6% (0.3%) 44.1% (1.7%) 30.0% (0.1%) 46 鹿児島県 2.1% (▲0.7%) 45.5% (▲0.6%) 30.1% (▲1.0%)
23 愛知県 2.1% (▲1.0%) 43.5% (0.6%) 21.5% (0.2%) 47 沖縄県 0.8% (0.2%) 21.4% (0.6%) 44.8% (▲1.6%)

24 三重県 3.3% (0.7%) 31.0% (▲0.6%) 41.4% (2.7%) 3.8% (0.3%) 37.0% (1.5%) 32.3% (0.2%)全国

専修 一種 二種 専修 一種 二種都道府県 都道府県
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Ⅱ－１２．平成２２年度隣接校種免許状の所有状況

（教職員課調べ）

①幼稚園教諭の小学校教諭免許状の所有状況

※公立幼稚園の教諭のうち、小学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）
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（教職員課調べ）

②小学校教教諭の中学校教諭免許状の所有状況

Ⅱ－１２．平成２２年度隣接校種免許状の所有状況

※公立小学校の教諭のうち、中学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）
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（教職員課調べ）

③中学校教諭の小学校教諭免許状の所有状況

Ⅱ－１２．平成２２年度隣接校種免許状の所有状況

※公立中学校の教諭のうち、小学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）
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（教職員課調べ）

④中学校教諭の高等学校教諭免許状の所有状況

Ⅱ－１２．平成２２年度隣接校種免許状の所有状況

※公立中学校の教諭のうち、高等学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）
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（教職員課調べ）

⑤高等学校教諭の中学校教諭免許状の所有状況

Ⅱ－１２．平成２２年度隣接校種免許状の所有状況

※公立高等学校の教諭のうち、中学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）
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Ⅱ－１３．平成２２年度特別支援学校教諭免許状の所有状況

（教職員課調べ）
※公立小学校の教諭のうち、特別支援学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）

①小学校教諭

知的・肢体不自由・病弱

聴覚

視覚
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（教職員課調べ）
※公立中学校の教諭のうち、特別支援学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）

②中学校教諭

Ⅱ－１３．平成２２年度特別支援学校教諭免許状の所有状況
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（教職員課調べ）
※公立高等学校教諭のうち、特別支援学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）

③高等学校教諭

Ⅱ－１３．平成２２年度特別支援学校教諭免許状の所有状況

知的・肢体不自由・病弱

視覚 聴覚
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全
国

（教職員課調べ）

①小学校特別支援学級担当教諭

※

 

公立小学校で特別支援学級を担当する教諭のうち、特別支援学校教諭の免許状を有する者の割合である。
「特別支援学級を担当する教諭」とは、給料の調整額を受けている特別支援学級専任の教諭をいう。

Ⅱ－１４．特別支援学級担当教員の特別支援学校教諭免許状の所有状況（平成２３年度）
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②中学校特別支援学級担当教諭

Ⅱ－１４．特別支援学級担当教員の特別支援学校教諭免許状の所有状況（平成２３年度）

※

 

公立中学校で特別支援学級を担当する教諭のうち、特別支援学校教諭の免許状を有する者の割合である。
「特別支援学級を担当する教諭」とは、給料の調整額を受けている特別支援学級専任の教諭をいう。



学士の学位等 教職課程の履修 教員免許状＋ ⇒

学士＝１種免許状が標準

短期大学士：２種免許状

 
修士

 

：専修免許状

①

 
教科に関する科目

②

 
教職に関する科目

③

 
教科又は教職に関する科目

・

 

教職の意義
・

 

教育の基礎理論
・

 

教育課程及び指導法
・

 

生徒指導、教育相談及び進路指導
・

 

教育実習（小中：４週間、高：２週間程度）
・

 

教職実践演習

学校種毎に授与
（中学校、高等学校

 の場合には教科種

 毎）

※単位数は１種免許状の場合

（小：４１、中：３１、高：２３単位以上）

（小：１０、中：８、高：１６単位以上）

（小：８、中・高：２０単位以上）

※

 

上記①②から選択

○

 
学位と教職課程における単位の修得により教員免許状が授与される。

○

 
教職課程は免許状の種類毎に、大学の学科等を文部科学大臣が認定。

（※

 

幼稚園及び小学校の教職課程は「教員養成を主たる目的とする」学科等でなければならない。）

Ⅱ－１５．大学における教員養成の仕組み



Ⅱ－１６．教員免許状取得に必要な科目の単位数及び内訳

第一欄 第二欄 第三欄

所要資格

免許状の種類
基礎資格

教科に関

する科目

教職に関

 
する科目

教科又は教職

に関する科目

特別支援教育

に関する科目

幼稚園

教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 ６ ３５ ３４

一種免許状 学士の学位を有すること。 ６ ３５ １０

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 ４ ２７

小学校

教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 ８ ４１ ３４

一種免許状 学士の学位を有すること。 ８ ４１ １０

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 ４ ３１ ２

中学校

教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 ２０ ３１ ３２

一種免許状 学士の学位を有すること。 ２０ ３１ ８

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 １０ ２１ ４

高等学

校教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 ２０ ２３ ４０

一種免許状 学士の学位を有すること。 ２０ ２３ １６

特別支

援学校

教諭

専修免許状 修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚

 

園の教諭の普通免許状を有すること。 ５０

一種免許状 学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚

 

園の教諭の普通免許状を有すること。 ２６

二種免許状 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有す

 

ること。 １６

注１：その他の科目として、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位、情報機器の操作２単位の修得が必要になる。
また、小学校及び中学校の免許状取得のためには、介護等体験が必要となる。

注２：このほか、養護教諭及び栄養教諭の免許状がある。



Ⅱ－１７．免許状の授与に必要な単位の例

【例１：幼稚園教諭一種免許状の場合】

区 分 細 目

○教科に関する科目

右の科目について、１以上の科目合計６単

 
位上修得

・国語

 

・算数

 

・生活

・音楽

 

・図画工作

 

・体育

○教職に関する科目

右記の科目について３５単位以上修得

・教科の意義等に関する科目

 

………

 

２単位

（教職の意義及び教員の役割、職務内容等）

・教育の基礎理論に関する科目

 

………

 

６単位

（教育の理念、教育に関する歴史及び思想、児童等の心身の発達及び学習の過程、

教育に関する制度的事項等）

・教育課程及び指導法に関する科目

 

………１８単位

（教育課程の意義及び編成の方法、保育内容の指導法、教育の方法及び技術）

・生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目

 

………

 

２単位

（幼児理解の理論及び方法・教育相談（カウンセリングを含む））

・教育実習

 

………

 

５単位

・教職実践演習

 

………

 

２単位

○教科又は教職に関する科目

上記の教科に関する科目又は教職に関する

 
科目について１０単位以上修得

○その他の科目

右の科目について各２単位以上修得

・日本国憲法

 

・体育

・外国語コミュニケーション

・情報機器の操作



【例２：小学校教諭一種免許状の場合】

区 分 細 目

○教科に関する科目

右の科目について、１以上の科目合計８単

 
位上修得

・国語（書写を含む）

 

・社会

 

・算数

 

・理科

・生活

 

・音楽

 

・図画工作

 

・家庭

 

・体育

○教職に関する科目

右記の科目について４１単位以上修得

・教科の意義等に関する科目

 

………

 

２単位

（教職の意義及び教員の役割、職務内容等）

・教育の基礎理論に関する科目

 

………

 

６単位

（教育の理念、教育に関する歴史及び思想、児童等の心身の発達及び学習の過程、

教育に関する制度的事項等）

・教育課程及び指導法に関する科目

 

………２２単位

（教育課程の意義及び編成の方法、各教科の指導法（国語・社会・算数・理科・

生活・音楽・図画工作・家庭・体育についてそれぞれ２単位以上）、道徳の指

導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術）

・生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目

 

………

 

４単位

（生徒指導・教育相談（カウンセリングを含む）・進路指導の理論及び方法）

・教育実習

 

………

 

５単位

・教職実践演習

 

………

 

２単位

○教科又は教職に関する科目

上記の教科に関する科目又は教職に関する

 
科目について１０単位以上修得

○その他の科目

右記の科目について各２単位以上修得

・日本国憲法

 

・体育

・外国語コミュニケーション

・情報機器の操作

○介護等体験 小学校又は中学校の免許状を取得するためには、社会福祉施設等における７日間以上の介護

 
等の体験が必要



【例３：中学校教諭一種免許状（理科）の場合】

区 分 細 目

○教科に関する科目

右記の科目についてそれぞれ１単位以上合

 
計２０単位上修得

・物理学

 

・物理学実験（コンピュータ活用を含む。）

・化学

 

・化学実験（コンピュータ活用を含む。）

・生物学

 

・生物学実験（コンピュータ活用を含む。）

・地学

 

・地学実験（コンピュータ活用を含む。）

○教職に関する科目

右記の科目について合計３１単位以上修得

・教科の意義等に関する科目

 

………

 

２単位

（教職の意義及び教員の役割、職務内容等）

・教育の基礎理論に関する科目

 

………

 

６単位

（教育の理念、教育に関する歴史及び思想、児童等の心身の発達及び学習の過程、

教育に関する制度的事項等）

・教育課程及び指導法に関する科目

 

………１２単位

（教育課程の意義及び編成の方法、各教科の指導法、道徳の指導法、特別活動の

指導法、教育の方法及び技術）

・生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目

 

………

 

４単位

（生徒指導・教育相談（カウンセリングを含む）・進路指導の理論及び方法）

・教育実習

 

………

 

５単位

・教職実践演習

 

………

 

２単位

○教科又は教職に関する科目

上記の教科に関する科目又は教職に関する

 
科目について８単位以上修得

○その他の科目

右記の科目について各２単位以上修得

・日本国憲法

 

・体育

・外国語コミュニケーション

・情報機器の操作

○介護等体験 小学校又は中学校の免許状を取得するためには、社会福祉施設等における７日間以上の介護

 
等の体験が必要



【例４：高等学校教諭一種免許状（理科）の場合】

区 分 細 目

○教科に関する科目

右記の科目について、１以上合計２０単位

 
上修得

・物理学

 

・化学

・生物学

 

・地学

・「物理学実験（コンピュータ活用を含む。）、化学実験（コンピュータ活用

 
を含む。）、生物学実験（コンピュータ活用を含む。）、地学実験（コン

 
ピュータ活用を含む。）」

○教職に関する科目

右記の科目について合計２３単位以上修得

・教科の意義等に関する科目

 

………

 

２単位

（教職の意義及び教員の役割、職務内容等）

・教育の基礎理論に関する科目

 

………

 

６単位

（教育の理念、教育に関する歴史及び思想、児童等の心身の発達及び学習の過程、

教育に関する制度的事項等）

・教育課程及び指導法に関する科目

 

………

 

６単位

（教育課程の意義及び編成の方法、各教科の指導法、特別活動の指導法、教育の

方法及び技術）

・生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目

 

………

 

４単位

（生徒指導・教育相談（カウンセリングを含む）・進路指導の理論及び方法）

・教育実習

 

………

 

３単位

・教職実践演習

 

………

 

２単位

○教科又は教職に関する科目

上記の教科に関する科目又は教職に関する

 
科目について１６単位以上修得

○その他の科目

右記の科目について各２単位以上修得

・日本国憲法

 

・体育

・外国語コミュニケーション

・情報機器の操作



科目の履修方法の例（小学校教諭１種免許状を取得して卒業する場合）

区
分

教職関連科目

教科に関する科目 教職に関する科目
教科又は教職に関

 

する科目

国
語

社
会

算
数

理
科

生
活

家
庭

音
楽

図
画
工
作

体
育

教
職
の
意
義
等

教
育
の
基
礎
理

 

論 教
育
課
程
及
び

 

指
導
法

生
徒
指
導
、
教

 

育
相
談
及
び
進

 

路
指
導

教
育
実
習

教
職
実
践
演
習

教
職
に
関
す
る

 

科
目
に
準
ず
る

 

も
の

科
目
名

国
語
科
研
究

社
会
科
研
究

算
数
科
研
究

理
科
研
究

生
活
科
研
究

家
庭
科
研
究

音
楽
科
研
究
Ⅰ

音
楽
科
研
究
Ⅱ

図
画
工
作
科
研
究
Ⅰ

図
画
工
作
科
研
究
Ⅱ

体
育
科
研
究
Ⅰ

体
育
科
研
究
Ⅱ

教
職
入
門

教
育
の
理
念
と
歴
史

教
育
心
理
学

障
害
児
の
発
達
と
教
育

教
育
制
度
論

教
育
課
程
論

初
等
生
活
科
教
育
法

初
等
体
育
科
教
育
法

初
等
社
会
科
教
育
法

初
等
国
語
科
教
育
法

初
等
算
数
科
教
育
法

初
等
図
画
工
作
科
教
育
法

初
等
家
庭
科
教
育
法

初
等
理
科
教
育
法

初
等
音
楽
科
教
育
法

教
育
方
法
論

道
徳
教
育
の
理
論
と
方
法

特
別
活
動
の
理
論
と
方
法

生
徒
指
導
・
進
路
指
導
の
理

 

論
と
方
法

教
育
相
談
の
理
論
と
方
法

小
学
校
教
育
実
習

教
職
実
践
演
習
（小
）

介
護
体
験
実
習

学
校
現
場
体
験

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
実
習

単
位
数

１２２２２２１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６２２２２

区
分

教職関連科目

教職関連科目以外の科目

合

 計

教養科目
その他（中学校の教科に関する科目）※ただしこの履修モデ

 

ルは小免のみ取得しようとするもの

そ
の
他

小

 計

日
本
国
憲
法

体
育

外
国
語
コ
ミ
ュ

 

ニ
ケ
ー

 

シ
ョ
ン

情
報
機
器

国
語
学

国
文
学

漢
文
学

科
目
名

日
本
国
憲
法

ウ
ェ
ル
ネ
ス
概
論

ス
ポ
ー
ツ
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
実
習

英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ

英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ

情
報
処
理

日
本
語
学
概
論
Ａ

日
本
語
学
概
論
Ｂ

日
本
語
学
演
習
Ａ

日
本
語
学
演
習
Ｂ

日
本
語
学
演
習
Ｃ

日
本
文
法
Ｂ

日
本
語
学
研
究
法

日
本
文
学
史
Ⅰ

日
本
文
学
史
Ⅱ

日
本
文
学
概
論
Ⅰ

日
本
文
学
概
論
Ⅱ

中
国
古
典
文
基
礎

日
本
語
教
育
概
論

現
代
学
校
論

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
習
科
目
（
基
礎
）

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
習
科
目
（
応
用
）

人
権
教
育

子
ど
も
と
も
の
づ
く
り

卒
業
研
究

現
代
社
会
の
諸
問
題

フ
ラ
ン
ス
語
基
礎
Ⅰ

フ
ラ
ン
ス
語
基
礎
Ⅱ

フ
ラ
ン
ス
語
基
礎
Ⅲ

フ
ラ
ン
ス
語
基
礎
Ⅳ

小

 

計

単
位
数

２１１１１２２２２２２２２２２２２２２２４４２２１１９ ４２１１１１ １０ １２９

※
大
学
が
定
め
る
卒
業
要
件
単
位
‥

１２９
単
位
以
上

〈Ａ大学

 

教育学部

 

初等教育教員養成課程の例〉 ：小１種の課程認定を受けている科目



科目の履修方法の例（小学校教諭２種免許状を取得して卒業する場合）

区
分

教職関連科目

教科に関する科目 教職に関する科目

国
語

社
会

算
数

理
科

音
楽

図
画
工
作

体
育

教
職
の
意
義
等

教
育
の
基
礎
理

 

論 教
育
課
程
及
び

 

指
導
法

生
徒
指
導
、
教

 

育
相
談
等

教
育
実
習

教
職
実
践
演
習

科
目
名

国
語
（
書
写
を
含
む
）

社
会

算
数

理
科

音
楽
①

図
画
工
作
①

体
育
①

教
職
概
論
（同
和
教
育
を
含

 

む
）

教
育
原
理

教
育
史

発
達
心
理
学

教
育
制
度
論

教
育
課
程
総
論

国
語
科
教
育
法

社
会
科
教
育
法

理
科
教
育
法

生
活
科
教
育
法

家
庭
科
教
育
法

体
育
科
教
育
法

算
数
科
教
育
法

音
楽
科
教
育
法

図
画
工
作
教
育
法

道
徳
教
育
の
指
導
法

特
別
活
動
の
指
導
法

教
育
方
法
・
技
術

教
育
方
法
・
技
術
演
習

生
徒
・
進
路
指
導
論

教
育
相
談

教
育
実
習
指
導

教
育
実
習
（小
学
校
）

教
職
実
践
演
習
（小
学
校
）

単
位
数

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１４２

区
分

教職関連科目 教
職
関
連
科
目
以
外
の

 

科
目

合

 
計

教養科目 その他（幼稚園免許状取得に必要な教職に関する科目）

日
本
国
憲
法

体
育

外
国
語
コ
ミ
ュ

 

ニ
ケ
ー

 

シ
ョ
ン

情
報
機
器

教
育
課
程
及

 

び
指
導
法

生
徒
指
導
等

教
育
実
習

小

 
計

科
目
名

日
本
国
憲
法

ス
ポ
ー
ツ
理
論

ス
ポ
ー
ツ
実
技

英
語
①

英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
①

ド
イ
ツ
の
言
葉
と
文
化

情
報
処
理
（
情
報
機
器
の
操
作
を

 

含
む
）

保
育
内
容
総
論
（
保
育
計
画
論
を

 

含
む
）

保
育
内
容
研
究
健
康

保
育
内
容
研
究
人
間
関
係

保
育
内
容
研
究
環
境

保
育
内
容
研
究
言
葉

保
育
内
容
研
究
表
現
①

保
育
内
容
研
究
表
現
②

幼
児
指
導

教
育
実
習
（
幼
稚
園
）

各
種
教
養
科
目

単
位
数

２２１１１１２２２２２２２２２２９１ １４ １０５

※
大
学
が
定
め
る
卒
業
要
件
単
位
‥
６３
単
位
以
上

〈Ｂ短期大学

 

初等教育学科の例〉 ：小２種の課程認定を受けている科目

※
短大では、小２種免と合わ

 
せて幼２種免を取得する場

 
合が多いため、そのパター

 
ンで作成



科目の履修方法の例（中学校・高等学校教諭１種免許状（理科）を取得して卒業する場合）

区
分

教職関連科目

教
科

 

に
関

 

す
る

 

科
目 教養科目

物
理
学

物
理
学
実
験

化
学

化
学
実
験

生
物
学

生
物
学
実
験

地
学

地
学
実
験

日
本
国
憲
法

体
育

外
国
語
コ
ミ
ュ
ニ

 

ケ
ー
シ
ョ
ン

情
報
機
器
の
操

 

作

科
目
名

力
学

基
礎
電
磁
気
学

物
理
学
実
験

基
礎
化
学
Ａ

基
礎
化
学
Ｂ

有
機
化
学
Ⅰ

 

★

有
機
化
学
Ⅱ

 

★

無
機
化
学
Ⅰ

物
理
化
学
Ⅰ

分
析
化
学
Ⅰ

 

★

分
析
化
学
Ⅱ

 

★

高
分
子
化
学
Ⅱ

 

★

高
分
子
化
学
Ⅰ

 

★

有
機
反
応
機
構

 

★

有
機
合
成
化
学

 

★

化
学
実
験

物
質
生
命
実
験
Ⅰ

 

★

物
質
生
命
実
験
Ⅱ

 

★

基
礎
生
物
学

 

★

生
命
基
礎
化
学

 

★

バ
イ
オ
メ
デ
ィ
カ
ル
材
料
★

生
化
学
Ⅰ

 

★

生
化
学
Ⅱ

 

★

生
物
学
実
験

生
化
学
実
験

地
学
概
説

地
学
実
験

日
本
国
憲
法

ス
ポ
ー
ツ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
Ⅰ

ス
ポ
ー
ツ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
Ⅱ

英
語
演
習
Ⅰ

英
語
演
習
Ⅱ

基
礎
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
演
習
Ⅰ

基
礎
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
演
習
Ⅱ

単
位
数

３３１３２２２２２２２２２２２１３３３２２２２１１２１２１１１１１１

区
分

教職関連科目

教職関連科目以外の科目

合

 計

教職に関する科目

小

 計

教
職
の
意
義
等

教
育
の
基
礎
理
論

教
育
課
程
及
び
指

 

導
法

生
徒
指
導
、
教
育
相

 

談
及
び
進
路

教
育
実
習

教
職
実
践
演
習

科
目
名

教
職
論

教
職
原
論
Ⅰ

教
職
原
論
Ⅱ

教
育
心
理
学

教
育
課
程
論

理
科
教
育
法
Ⅰ

理
科
教
育
法
Ⅱ

教
育
方
法
論

特
別
活
動
の
指
導
法

道
徳
の
指
導
法

生
徒
・
進
路
指
導
論

教
育
相
談

教
育
実
践
研
究

教
職
実
践
演
習
（中
・
高
）

フ
レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
ゼ
ミ

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

外
国
語
文
献
講
読

解
析
Ⅰ

解
析
Ⅱ

線
形
数
学
Ⅰ

線
形
数
学
Ⅱ

物
質
生
命
実
験
Ⅲ
★

物
質
生
命
実
験
Ⅳ
★

物
質
生
命
輪
講
★

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
★

創
薬
化
学

 

★

食
品
化
学

 

★

脂
質
生
化
学

 

★

機
器
分
析
Ⅱ
★

バ
イ
オ
メ
デ
ィ
カ
ル
エ
レ
ク
ト
ロ

 

ニ
ク

 

ス
★

生
体
情
報
論

 

★

卒
業
研
究

各
種
教
養
科
目

小

 
計

単
位
数

２２２２２２２２２２２２５２９４ １１２３３３３３３２２２２２２２２６２０ ６４ １５８

※
大
学
が
定
め
る
卒
業
要
件
単
位
‥

１２４
単
位
以
上

〈Ｃ大学理工学部物質生命理工学科の例〉 ：課程認定を受けている科目★：学科の専門科目



科目の履修方法の例（小学校教諭専修免許状を取得して卒業する場合）

〈Ｄ教職大学院の例〉 ：課程認定を受けている科目

区 分 科目名 単位数

教職関連科目

教職に関する科

 
目

カリキュラム開発の方法 ４

授業研究の方法 ４

協働による子ども支援 ４

学校組織マネジメント ２

地域社会との協働による学校運営 ２

未来の学校教育 ２

教師のコンピテンシー ２

教育プログラムの開発と運営 ２

子どもの心を耕す教育 ２

学校教育のファシリテーターの育成 ２

相互評価による授業力の形成 ２

子どものライフサポート ２

課題研究Ⅰ ２

課題研究Ⅱ ２

課題研究Ⅲ ２

課題発見実習 ７

課題達成実習 ３

合 計 ４６

※大学が定める卒業要件単位数：４６単位以上
※教職大学院については、専任教員のおおむね４割以上は実務家であることが必要



科目の履修方法の例（小学校教諭専修免許状を取得して卒業する場合）

〈Ｅ大学大学院教育人間学研究科の例〉 ：課程認定を受けている科目

区 分 科目名 単位数 区分 科目名 単位数

教職関

 
連科目

教育実践調査法Ⅰ ２

教職関連

 
科目

教育学特殊講義Ⅰ ２

教育実践調査法Ⅱ ２ 教育学特殊講義Ⅱ ２

教育文献調査法Ⅰ ２ 研究指導Ⅰ ２

教職に

 
関する科

 
目

幼児・児童臨床教育研究Ⅰ ２ 研究指導Ⅱ ２

幼児・児童臨床教育研究Ⅱ ２ 研究指導Ⅲ ２

障害児臨床教育研究Ⅰ ２ 研究指導Ⅳ ２

障害児臨床教育演習Ⅰ ２

臨床医学的小児教育研究Ⅰ ２

臨床医学的小児教育研究Ⅱ ２

臨床医学的小児教育演習Ⅰ ２

臨床医学的小児教育演習Ⅱ ２

教育社会学研究Ⅰ ２

教育社会学演習Ⅰ ２

学校教育学研究Ⅰ ２

学校教育学演習Ⅰ ２

身体知研究Ⅰ ２

身体知演習Ⅰ ２ 合 計 ４６

※大学が定める卒業要件単位数：４０単位以上



科目の履修方法の例（中学校・高等学校教諭専修免許状（理科）を取得して卒業する場合）

〈Ｆ大学大学院理工学研究科の例〉 ：課程認定を受けている科目

※大学が定める卒業要件単位：３０単位以上

区分 科目名 単位数

教職関連科目 教科に関する科目

物理化学特論Ⅰ ２

有機物質科学特論 ２

資源天然物化学特論 ２

高分子物理化学特論 ２

高分子物性特論 ２

分析化学特論Ⅰ ２

化学物性特論 ２

セラミックス物性特論 ２

生化学特論 ２

微生物生理学 ２

高分子構造特論 ２

生体高分子特論 ２

応用化学特別演習 ４

教職関連科目以外の科目
分析化学特別研究 ６

学位論文

合 計 ３４
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